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総 務 係 長 

兼 議 事 調 査 係 長 
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     議事日程 第４号 

 平成３１年３月８日（水曜日）       午前１０時００分  開議 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 議案第 ５号 南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

  第 ３ 議案第 ６号 南三陸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

  第 ４ 議案第 ７号 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定について 

  第 ５ 議案第 ８号 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例制定について 

  第 ６ 議案第 ９号 南三陸町立学校の設置に関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついて 

  第 ７ 議案第１０号 南三陸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

  第 ８ 議案第１１号 南三陸町公民館条例の一部を改正する条例制定について 

  第 ９ 議案第１２号 南三陸町分収林設定条例の一部を改正する条例制定について 

  第１０ 議案第１３号 南三陸町都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

  第１１ 議案第１４号 南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条

例制定について 

  第１２ 議案第１５号 南三陸町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条

例の一部を改正する条例制定について 

  第１３ 議案第１６号 南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

及び南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 



 １９１ 

  第１４ 議案第１７号 南三陸町町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制

定について 

                                            

     本日の会議に付した事件 

  日程第１から日程第１３まで 



 １９２ 

     午前１０時００分  開議 

○議長（三浦清人君） おはようございます。ご苦労さまです。 

  本日より議案の審議に入ります。よろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三浦清人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において８番村岡賢一君、９番今

野雄紀君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 議案第５号 南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正 

                する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第２、議案第５号南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第５号南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、いわゆる働き方改革関

連法の施行に対応すべく、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） それでは、議案第５号南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条
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例の一部を改正する条例制定について細部説明を申し上げます。 

  本件は、国の働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の制定により、民間

労働法制において長時間労働の是正を目的として平成31年４月から勤務時間外労働の上限が

導入されることになりました。このことに合わせて国家公務員も平成31年４月から超過勤務

命令に上限が設けられることになったため、町においても、法の趣旨にのっとり条例を改正

するものであります。 

  議案参考資料３ページの新旧対照表をごらん願います。 

  第８条の正規の勤務時間以外の時間における勤務の第３項に、超過勤務命令の上限設定を規

則に委任する規定を追加するものでございます。 

  参考までに、規則では超過勤務命令の上限時間を１カ月について45時間かつ１年に360時間

を基本とし、さらに他律的業務、つまり外部要因によって業務量自体が増減する業務につい

ては、１カ月について100時間かつ１年に720時間までと制限されるものでございます。 

  以上、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。７

番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） おはようございます。 

  ただいま総務課長の説明でわかったんですけれども、国の大きな改革になるわけです。そう

すると、役場の条例規則がもとになって町内の民間企業もそれに合わせてくるだろうなとい

うことが想定されるわけですけれども、今、説明で規則の関係、ここでは規則で定めると定

義しました。であれば、説明を今受けたんですけれども、規則を資料としてコピーして出し

ていただけるとありがたいのでお願いします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 資料としての提出ということでございますが、まだ現段階ではいわ

ゆる制度の考え方でしか骨格ができておりません。条例が可決後に規則の作成を行いますの

で、現段階ではお出しするといいますか、できておりませんのでよろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 出た時点で、規則はネット上というか条例の中に入るものと解しますけ

れども、速やかにそのときは規則を議会にも提出していただけるとありがたいです。条例の

中にはできたら、短時間で入れてもらうようになると思いますけれども、連絡でもいいです。

こういうふうに規則に入りましたということで、そうしたら、そこを見ればわかると思うの
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でお願いします。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） それでは、事務局に連絡させていただきます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） おはようございます。 

  先ほど、総務課長から上限時間が示されました。月45時間、年間で360時間ということです

けれども、現状で上限を超えている職員の方はいらっしゃるんでしょうか。もし、いらっし

ゃるのであれば、何名ぐらいいらっしゃるのか教えていただきたくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 先ほど申し上げましたように、制度上は骨格でしかまだ明確になっ

ておりませんで、今後、規則に明確にうたった段階で、いわゆる原則として当てはまる分野

の職員と、それから他律的と先ほど法律上表現されてありますけれども、その部分とに部署

ごとに分けていくという作業がございますので、それをそれぞれ物差しに当てはめてやって

みないと明確にはなりません。 

  ただ、長いほうの上限でどれぐらい超えている人たちがいるかというところで見てみますと、

十数人程度という事例が該当するものが出てきているかなと見られますので、これらについ

ては、さらにそういった場合における制度的なアクションといいますか指導的な行為が出て

くるというようなことになりますけれども、いずれ法の趣旨にのっとって制度運用を図って

まいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第５号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第３ 議案第６号 南三陸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定 

                について 
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○議長（三浦清人君） 日程第３、議案第６号南三陸町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

  局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第６号南三陸町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、一般職の職員の勤務１時間当たりの給与額の算出方法について、労働基準法による

算出方法によることとしたいため、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） では、議案第６号南三陸町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定について細部説明を申し上げます。 

  本件は、時間外勤務手当の勤務１時間当たりの単価計算の方法を国の労働基準法に準拠して、

平成31年４月１日より改正するものでございます。 

  改正内容でございますが、勤務１時間当たりの金額は、給料年額を年間の基本労働時間で割

り戻して１時間当たりを計算いたしますが、この年間労働時間の考え方がこれまでは祝日を

考慮せず、単純に１週間を５日として52週をかけ１年間の勤務日数として年間労働時間を求

めてきましたが、改正後は、祝日分を除き、実際に勤務を要する日数で年間基本労働時間を

計算する内容となっております。このことにより、基本労働時間が平成31年は22日分少なく

なり、計算上１時間当たりの単価が上がることになります。 

  このことによる人件費の影響について、平成29年度の年間実績に当てはめて試算してみます

と、年間での影響額はおよそ860万円程度、１人当たりに置きかえますと平均で約３万600円

程度の増額となります。 

  以上、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。 

  ただいまの説明ですと祝日を除くということで、結果、１人当たりの３万600円ぐらいの割
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で多くなるというご説明でしたけれども、では29年度で比較しておりますけれども、年でい

うと、全額でいうと860万円ぐらい上がるだろという試算のようですけれども、今まで震災後、

年々時間外勤務手当が、もちろん24年、25年は相当の時間外が出たろうと思いますけれども、

29年度と比較するとどうなのか、割合的に。多くなっているのか、少なくなっているのか、

今後の推移としてどうなのかということをお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 震災後の数値資料は手元にあるわけではございませんが、実態を職

員間で見回した場合に、１年、震災の年は非常に緊急事態の中での勤務状況でしたので、こ

れは例外的な勤務の中で過ごした分、時間外勤務というのは非常に多かったと思いますが、

その後については、派遣の職員の方々などの協力を得ながら一定程度計画立てて作業ができ

るようになってからは、ほぼ大体同じようなペースできているのかなと思っております。 

  ここ29年度の数値と、あえて今回30年度でも試算を試みたんですが、おおむね同じ程度の勤

務状況が見られましたので、実際の実績のある数字でお出ししたほうが根拠として明確だろ

うと思いまして、29年度の数値を使わせていただきました。 

  今後については、これ以上急激にふえるようなことはない、むしろ落ちついていく時期に来

ていると見込んでございます。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 年々落ちついてきているというお話ですけれども、今、この中で産休、

育休、それらの人たちがどの程度、何％ぐらいの人が、今、女性の人も多く起用しています

けれども、やはり子育て、それから産休というものを完全にとっているものと思われますけ

れども、その辺はどういう状況なのかお伺いいたします。産みやすい環境なのかどうかとい

うことです。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 現在、職員の中で出産のための産休、それからそれに引き続いての

育休という部分につきましては、若い女性の職員たちの出産される人たちの大方は、そうい

う形で休暇を活用しながら育児に当たっている状態と思っております。 

○議長（三浦清人君） まだありますか。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 少子化、少子化と叫ばれている中で、やはり女性が仕事しながら育児を

する、出産するということは大変なことであります。ちゅうちょする場面も出てくるんです。

だから、そういうところを、勤務しているうち何十年もでないので、育児、出産する期間と
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いうのは限られてきます。10年ぐらいかなと思われますので、その辺、男性の人たちもよく

理解してあげて、出産、育児の環境をよくして１人でも多く少子化にならないような環境づ

くりに励んでいただきたいと思います。終わります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） おはようございます。今野です。 

  今の説明で大体わかったんですけれども、そこで今回、この法案、職員の給与に関する条例

ということで関連になるかと思うんですけれども、私、さきに給与改定になるときに、人事

院勧告のあれで改定するという質疑のときに、統計の問題等、今国会で騒がれていて、その

関連があるのかないのかと聞いたら、課長の答弁ではないということでの答弁でした。 

  そこで、昨今、まだ問題はあるんですけれども、私もちょっと調べてみましたら、今、統計

で騒がれている統計と人事院勧告の際の民間給与の調査で、よく50人以上のということで４

月分の給与を調査するという、そこで伺いたいのは、関連ではありますけれども、人事院勧

告の際の町で反映する際に、根拠というかもとというか何かあるのか。例えばなんですけれ

ども、総務省で地方の団体が給与を改定する際に何か総務事務次官通知みたいな、そういう

言葉を私聞きましたので、そういった通知で目に見えるような形で給与を上げる際の根拠と

いうか、そういったやつになっているのかどうか、簡単に伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） ご質問の部分がどの部分の通知とかというのがわからないものです

から明確なお答えはできませんが、少なくとも人事院勧告に基づいて全国の自治体がそれに

基づいた給与改定ということを行っておりますので、手法とすれば、国から地方に対し都道

府県の人事担当部局に人事院の改定内容がしっかり説明会を通して説明されまして、それに

基づいて、今度は県からその人事院勧告内容について示されまして、恐らく全国のほとんど

の自治体は独自というのは余り好ましくないものですから、それに沿った、国に合わせた改

定で行うという方法をとっております。 

  では、それぞれの自治体が根拠となる数値を、例えば、何か統計的なものとして分析をかけ

るかといいますと、そこの部分というのは国からは示されておりません、その根っこの部分。

でき上がった数字でのみ言われますので、例えば、地域、地域の自治体の企業さんの何か資

料を持っていて比較しようとかという行為は余り聞いたことがございません。いずれ、法の

原則にのっとって改正しているということでございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） 今の説明で大体わかったんですけれども、それで再度お伺いしたいのは、

国全体であれしていて中央の公共団体に下りてきて、そして県から何か資料とか来るんです

か。口頭か、それともどういった形で来るのか。私がお聞きしたいのは、よく言われるのは

公務員の方たちの給料が、地方ですと民間に比べて高いというか、そういうことを思われて

いる方は多分いっぱいいると思うんですけれども、そういった際に、どのような形で説明の

つくような根拠があるのかということを私はお聞きしたかったんです。 

  中には、自治体によると勧告よりも国家公務員の給料よりも、よその自治体では高いという

か、そういう自治体もあるらしいんですけれども、そういった場合は何か人事院から注意と

いいますか指導があるみたいですけれども、逆に国家公務員の段階よりも、地方、地方の自

治体によって、もしくは国家公務員のレベルよりも下がった場合というか、下げてやってい

る部分というか、そういった場合に関しては、国とかの指導とかあるのかどうか。なってみ

ないとわからないんでしょうけれども、そういったところおわかりでしたら伺いたいと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） ご質問のいわゆる国と比較した場合の高いところ、低いところとい

うのは現にございまして、例えば、都心部の自治体などではやはり国の基準より高い自治体

というのも現にございます。それから、それが高いか安いかを比較する手段として、ラスパ

イレス指数というのを用いますけれども、いわゆる職責、職責に応じた業務に張りつけられ

ている金額、国の金額と比較して指数化したものでございますが、これが100％を超えると高

いという基準に当てはまりまして、それらについては都道府県を通じて、統計といいますか

調査を通じて県に報告しますので、宮城県であれば県からの指導が入るということでござい

ます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 大体説明わかったんですけれども、再度戻るような形ですけれども、今、

国会で騒がれている統計の部分と、人事院でやっている民間給与の調査という、それは同じ

というか関連があるのか、しっかり別物なのか、もし課長おわかりでしたら伺いたいと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） いわゆる厚労省で行っている調査の一つ一つについてはちょっと承

知しかねておりますので、こちらとしては、いずれ人事院でもととなる調査に何やら問題が
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あったというような報告は一切受けておりませんので、それを信頼しております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 調査に関してもわかりました。そこで、またこれ関連になると思うんで

すけれども、人事院勧告では、いつも議場では給与のことが上程されますけれども、そのほ

かの部分でも、例えば、配偶者手当の段階的な減額とかそういったことも何か勧告になって

いるようですが、当町においてはそういった対応というかなされているのかどうか、確認さ

せていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 国は国家公務員を対象にしますのであらゆる公務員を対象としたさ

まざまな改定を行うわけですけれども、当町においては、その中で当てはまる制度について

は全て人事院に準じてということで改正を行ってまいっております。 

  １つだけ例外としてあるのは、今回、提出させていただいた時間外勤務手当の基準というこ

とだけは、地方公務員については国家公務員に準じるのではなくて労働基準法に準ずるとい

う制度になっておりますので、そこだけは国家公務員とは異なることになります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。一問一答方式じゃないんですけれども。ほかにありませんか。

２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） 済みません、ちょっと人事院勧告の話が出ましたけれども、私も前回の

臨時会のときに、人事院勧告の内容がちょっとつかみにくいということで質問させていただ

きましたけれども、人事院勧告が県に伝わって、県で説明会なりを行って各市町村に内容が

伝えられるということですけれども、県から伝わってくる内容というのは金額で示されるん

ですか。幾ら幾ら、例えば、当町でしたら１人当たり３万数千円というようなことで、それ

ぐらいアップですよというようなことが県から示されるのか、あるいはパーセントで何％上

限していますよというようなことで示されるのか、どういった内容で県から伝わってきてい

るのか教えていただきたく思います。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 給料の改定の場合を申し上げると一番わかりがいいかと思うんです

けれども、人事院から県に情報が来ますと、県は、国が人事院でこのように勧告いたしまし

たという内容の通知文書を町に寄こします。その内容はかなり厚いもので、国家公務員の制

度改正として出されてくるんですが、その中には、議案としてお出ししている給料表の何級

何号の細かな数字が具体的に出されたあのままの資料が来て、それを町に、旧の分を当ては
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めたいのでということで議案として出させていただいているということでございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり)  

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これより議案第６号を採決いたします。本案は原案のとおり決す

ることにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第４ 議案第７号 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

                関する条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第４、議案第７号南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第７号南三陸町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、行政連絡員に係る報酬及び費用弁償について廃したいため、所要の改正を行うもの

であります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） それでは、議案第７号の細部説明をさせていただきます。 

  本件につきましては、仮設住宅の住まいの再建に伴いまして行政連絡員を設置すべき仮設住

宅団地がなくなったことから、報酬及び費用弁償を支払うべき非常勤特別職から行政連絡員

を削除するものでございます。 

  改正文といたしましては、議案書の６ページをごらん願います。 

  条文中の別表から行政連絡員の欄を削除するものでございます。 
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  以上、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑願います。

４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） ちょっとお聞きしたいと思います。行政区長の報酬ということで、仮設

の移転に伴い行政区長の部分だけが残るような形の今回の改正だと思いますが、現在、行政

区長には地区ごとに住民の住んでいる人数がやっぱり違うと思うんです。そういったことか

ら月額１万2,000円、そして１人につき140円、これが、例えば、100人とかいた場合はいいん

ですけれども、少ない部分だと大体何人ぐらいの行政区の人数というのがあるんでしょうか。

その辺、お聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 少ない世帯というご質問でございますので、最も少ない世帯で11世

帯というようなことでございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） この形で積算していくと、１カ月の行政区長の報酬に関しては、100名

だととりあえず月額１万2,000円、そして世帯数だと１万4,000円、そこで２万6,000円が成り

立つと思うんですが、例えば、20人にすると１万2,000円、行政区にいる住民の数も少ないと

いうことは行動することも少ないというようなことだと思いますが、しかしながら、20人と

いうと2,800円、こういった中で毎月、月中、いろいろな配付物があると思うんですが、その

辺を行政区の少ない分ではなかなか活動として大変なのじゃないかなと思います。また、200

人クラスの行政区もあります。そういった場合、報酬額が多くなりますが、各班ごとに分か

れていて、その中に分配して行政区の配付物の仕事も分けられるという現実があります。 

  果たして、200を超える今回新しい行政区ができています。そういった中で、こういった分

けるということも逆に必要なのかなと思いますが、その辺、今の報酬関係とあと少ない部分

の報酬関係の整合性というか活動の整合性を考えた場合、どうなのか、その辺お聞かせくだ

さい。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 千葉議員おっしゃるとおり、それぞれ地域によって地域、地域の事

情がさまざまございます。それらについて、一つ一つ制度をうまく当てはめるということが

できればいいのかもしれませんけれども、現実的には、やはり統一的なルールの中で制度を

定めるということしかございませんので、最も公平性が保てるのは、今あるように基本的な
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手当と、それから戸数に応じて業務量もふえるだろうとする考え方で定めた現在の手当の中

でやっていただくということが、制度的には一番いいのかなと思っております。 

  ただ、その先、さらに区長さんや副区長さんとか班長さんとかそういった方々での何がしか

の役割分担や、あるいは手当制みたいなことについては、特段、町では云々は申し上げませ

んが、地域、地域の中でのやり方の工夫というのはあってもよろしいのかなとは思ってござ

います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 今の総務課長の話ですと、行政区長の報酬という形の説明ですが、私も

今の住んでいる地区にいろいろかかわっていくと、衛生費とかあと防犯とか、いろいろな形

で町の仕事をする方にはそれなりの報酬というものがあると思うので、また今回の条例改正

の行政区長の報酬に関しては、やっぱり今までのルールどおりで、また仮設から出て新しい

行政区が生まれたことによっての多分整備だと思いますが、しかしながら、今後、人数の多

い部分というのは、やっぱり１区、２区とかというような形で分けて負担を少なくすること

も充実した活動に私はつながると思いますので、今後、新たなルールを模索していくことも、

行政区長会の中でできればやってほしいと思います。終わります。 

○議長（三浦清人君） ７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。 

  行政区長連絡員、仮設が終わったから廃止ということのご説明でしたけれども、この論理か

らいきますと新しい団地、そういうことが、今、各復興住宅というものができております。

そこでそこの復興団地の区長さんというか会長さん、同じ仕事をしながら片やもらっていな

い、前回の説明でしたけれども、こういう仮設があって、やめて、なくす。そのかわりに仮

設にいた人たちが復興住宅に住む、新しい住まいが、復興住宅ができた。そうしたら、そち

らにスライドしていくべきものでないかと思われますけれども、その辺の考え方をお伺いい

たします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） これまで仮設住宅の団地が一番ピークであったときで28団地ござい

まして、それだけ行政相談員さんがいらっしゃったということでございますが、これが新た

にそれぞれ、もともとあった行政区ないしは全く新たに設立される行政区というような形で

新しいついのすみかにそれぞれ分かれて今生活をされております。新規に新しく行政区とな

るのではないかと見込まれている数で約10行政区ほどがつくられることになろうかと思うん
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ですけれども、現在できている部分も含めて。そこには行政区長さんがそれぞれ張りついて

いくだろうということでありますので、これまでのまちづくりの形として行政区長さんのそ

れぞれの行政区における役割に対して報酬制度を運用していくということでありますので、

その点はご理解をいただきたいということです。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 理解してくれといっても私は理解できないんですけれども、１戸、２戸

の復興住宅ではなくてかなり50、60というような、大きい、少ないではないけれども、そう

いったところを抱えている人は、同じ区長さんと同じ仕事しているんです。そうすると、や

っぱりその人たちからも不満が出てくるわけです。片や区長さん、大きなくくりでやってい

る区長さんは区長報酬が出る、自治会組織やっているところは出ないということで、自治会

ごとに違うとは思いますけれども、そこを行政側で一本化して区長会に入れるとかそういう

手だてを考えられないものなのかどうか。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 済みません、多分、ご質問が区長のご質問ではなくて自治会長さん

の件でしょうか。（「そうです」の声あり）なるほど。今、済みませんが、議案として出さ

せていただいている部分は、あくまで行政区の区長さんに対する報酬制度の中で仮設にいら

っしゃった行政連絡員さんがなくなるという件なものですから、ちょっと勘違いして聞いた

んですけれども、もし自治会の部分についてであれば、私、総務課としては、一応役割はや

はり区長と自治会長さん、似てはいるかもしれませんが、やはり非常勤職員として任命され

ている区長さんとはやっぱり役割的な幅や広い範囲でのご活躍は区長さんのほうが多くある

のかなと思っておりますが。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 区長報酬については交付税算入されてくると思うんです。そういうこと

からしても、そういう自治会長さんの人も区長会に入れて、かえって交付税算入制を入れた

ほうがいいのかなと思われますけれども、今後の検討としてそういうことは考えられないも

のかどうか、お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 多分、議員もご理解はしていると思うんですが、あくまでも自治会

は特定の目的といいますか、そこのエリアの中の目的で、区長さんと場合によっては同じよ

うな内容のこともするかと思います。そういう場面もあるかもしれませんが、そもそも先ほ
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ど総務課長が申し上げましたとおり、非常勤特別職としての行政区長とはそもそもの考え方

が違うものと思いますので、議員がおっしゃいました行政区長と自治会長、同じような形で

考えるということについてはなかなか難しいものだと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第７号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第５ 議案第８号 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

                関する条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第５、議案第８号南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第８号南三陸町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、教育委員会が置く学校運営協議会の委員に対する報酬及び費用弁償について定めた

いため、所要の改正を行うものがあります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 議案第８号について細部説明を申し上げます。 

  ただいま町長からご説明ございましたが、教育委員会において地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づき、学校と保護者、地域住民が一体となって子供たちを育てるために学

校運営協議会を設置するもので、その委員について非常勤特別職として報酬及び費用弁償を
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条例に定めるものでございます。 

  議案書８ページをごらん願います。 

  別表の中の学校給食共同調理場運営委員会委員の下に、学校運営協議会委員を追加するもの

でございます。報酬日額は7,400円、費用弁償は１日1,000円と定めるものでございます。 

  以上、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 今の総務課長の説明の中で、今回、新設される学校運営の部分の人数の

増加というような形なんでしょうか。それとも、これまであった委員の数を２つに分けると

いうような感じなんでしょうか。また、この委員会は以前あった１つの団体の中でできない

のでしょうか。その辺、お聞きします。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（阿部俊光君） ８ページの議案にございますように、学校給食の調理場の下に

新たに学校運営協議会の委員を置くということでございますが、まず、これまでの委員会で

それをできないのかということですが、これまでの委員会というのは、入谷小学校に限って

申しますと学校運営協議会に移行するための推進委員会という準備段階の組織がございまし

て、そちらで２年間議論をしてまいりました。今回、新たに４月から学校運営協議会を入谷

小に設置すると。 

  それから、学校の評議委員会のことでございますが、これは各学校長が必要に応じて任意に

置けるものということでございますので、運営協議会と評議委員は別々の組織としてこれか

ら役割を担っていくということになります。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） この人数の数を教えてください。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（阿部俊光君） 新しくできる学校運営協議会ですが、現在、10名で予定をして

ございます。過般、入谷小学校長より教育委員会に大体まとまりましたということで報告を

受けてございます。この議案が通りました際には、教育委員会として正式に意思決定し、そ

して４月に辞令を交付したいという予定でございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） こういった委員会に対する報酬、ボランティアというような形が一番い

いんでしょうけれども、なかなか財政が厳しい中で、新たにこういう団体が生まれるとまた
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それに報酬というものが発生してきます。果たして、この部分は教育委員会の中でいろいろ

な団体があるんですが、その中で何とかこの部分にこの仕事をというような形の方向になれ

ば、町の財源の支出がそこで抑制されるのかなと思いますが、やっぱり町の教育組織を充実

したものにするためにこういった委員会をつくるのですが、ただ、どんどんそういった委員

会がつくられても、果たして機能しているのかというと私は疑問に思います。新しい委員会、

その辺、町の方向性では、教育委員会の方向性ではいいんですが、充実した活動、充実した

議論が得られるような場にしてもらいたいと思います。終わります。 

○議長（三浦清人君） ９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私も何点か伺いたいと思います。 

  ８ページの表にもあるように、各種委員の報酬は7,400円という表示になっていますけれど

も、これは何かの基準があって同一金額なのか。私が思うには、先ほど前議員の発言とはち

ょっと逆っぽいんですけれども、今回、コミュニティスクールで設置しなければいけないと

いう委員の報酬で、私は、ほかの委員の方たちの仕事云々というわけではないんですけれど

も、より地域の教育に関して重要な役割を果たす委員だと思うので、私はほかの委員と差を

つけろと言うんではなくて、もう少し気を張ってもよかったんではないかなと、そういう思

いがあるものですから、その点１点と、あともう１点は、今、10名、先ほど課長答弁ありま

したけれども、まだやってみないとわからないんでしょうけれども、年間大体どれぐらいの

開催日数を予定しているのか、おわかりでしたら伺いたいと思います。 

  あと最後なんですけれども、今回、この議案、非常勤のものの報酬ということなんですが、

関連で非正規の職員の給料について伺わせていただければと思います。先ほどの議案のとき

にしたかったんですけれども、私、一般質問のつもりというか、そういう状況になったもの

で最後聞けなかったので、もし議長の許可をお許しいただけるんでしたら、非正規職員の給

料についても伺いたいと思います、関連ということで。 

  そこで伺いたいのは、最近、時給に変更があったのかどうか、まず第１点。 

  第２点目は、現在、働いている人の何割くらい正規の方が現在いるのか。 

  最後、３点目として人事院勧告のとき、よく今、このごろは言われないんですけれども、同

一労働、同一賃金、そういう言葉が結構国会内でありましたけれども、私、それをもじった

わけではないんですけれども、同一職場、同一昇給というような形でプロパーの皆さんが人

事院勧告で給与が上がるときに、非正規、臨時の方たちも、同率とまではいかないまでも同

時に昇給してもいいんじゃないかと思うので、そういった、できる、できないは別として、
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そういう考えを持てるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（阿部俊光君） １点目になりますか、２点目になりますか、報酬の額の考え方

ということでございますが、コミュニティスクール、県内でも数十カ所で実施していまして、

自治体ごとに無償のところもあれば、当町のようにこれから有償というようなところもござ

います。制度設計を考えるときに、当初は謝礼という形で検討してまいりました。ただ、や

はりコミュニティスクールの関係につきましては、民教常任委員会等でもるるご説明したと

おり、これまでの学校の中に委員さん方が直接入っていくと、場合によっては子供の個人情

報に接したりいろいろなことが出てまいりますので、それだけ重要性、責任性が増すだろう

ということから、内部で協議した結果、単なる謝礼ということではなくて条例に規定する報

酬にしたほうがわかりやすいのではないかということで、募集時にかけて内容説明をして、

この額に設定させていただきました。気を張るということではないんですけれども、町の日

額報酬にならったということで、我々として考えました。 

  それから、協議会の年間の活動回数ですが、学期に１回を予定してございます。ですから、

年間３回ということで、あとは必要に応じて招集をするということになろうかと思います。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） では、議長のご了解をいただいたということで、関連のご質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  現在、非常勤職員の、いわゆる臨時職員のことだと思いますのでそれについてお答えします

が、時間単価で申しますと、事務職員で830円、保育士などの有資格者で1,010円、それから

教員補助で910円、こういったそれぞれの、そのほかにも職種に応じてそれぞれ時間単価の設

定で計算されてございます。 

  値上げという部分についてのご質問ですが、実は、31年度に今度移る場合に時間単価の見直

しをしようということで、それぞれ時間単価で10円程度の値上げを考えてございます。この

ことによって月額で計算しますと、事務補助職員でいえば12万8,650円だったものが13万200

円になるというような見通しでございます。 

  それから、人数でございますが、現在83名が何がしかの、さまざまな職種の方々全部合わせ

て83名となってございます。 

  今後、待遇の改善という部分においては国の制度の見直しが予定されてございますので、そ

れらは国の制度移行に合わせて町でも考えていかなければならないと思っております。 
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○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） まず、協議会委員については大体わかりました。 

  そこで関連のほうの質問なんですけれども、大体10円程度上がるということで年間2,000円

ぐらいのアップという答弁でわかりましたけれども、私、先ほど聞いたような形で、これか

ら多分応援の派遣の職員の方たちも大分減ってきて、そういった臨時の方たちの力もかりて

いかなければという私自身の思いというか見込んでいまして、そこで先ほども伺ったんです

けれども、やはり同一職場、同一昇給のような形でスライドするような形の非正規の、予算

が伴うものですけれども、考えられないのかどうか、再度伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。再開は11時20分といたします。 

     午前１１時０２分  休憩 

                                            

     午前１１時１８分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  答弁から。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 臨時職員の待遇改善という趣旨でのご質問でしたけれども、当町に

おきましては、やはりしっかりした制度の中で運用を図らないと、そのとき、そのときの感

覚でというわけにこれいきませんので、町では臨時職員取扱要綱として要綱の中で取り扱い

が定められてございます。これは他の市町村とも均衡を図った仕組みで制定されております

要綱の中で考え方が上限として定められているものでございますので、ここは町でつくって

いる制度の中で適正に運用を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議案第８号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第６ 議案第９号 南三陸町立学校の設置に関する条例等の一部を改正する条例 
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                制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第６、議案第９号南三陸町立学校の設置に関する条例等の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第９号南三陸町立学校の設置に関する条例

等の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、条例において規定の公の施設等の位置について錯誤を確認したことから、これを修

正したいため、関係条例の一部を改正するものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の説明を求めます。企画課長。 

○企画課長（及川 明君） それでは、議案第９号南三陸町立学校の設置に関する条例等の一部

を改正する条例制定について細部説明させていただきます。 

  説明につきましては、複数の条例改正に関係がある関係から、私から説明をさせていただき

ます。 

  議案書は９ページから16ページ、議案関係参考資料につきましては５ページからとなります。 

  今回の条例改正につきましては、既に施設の位置を条例制定しております公の施設につきま

して、その位置に誤り等があったことが確認されたことから修正をする条例改正となってお

ります。 

  さきの６月定例会でも、施設の位置につきまして地番の錯誤による条例改正をした経緯がご

ざいまして、その後、同じような事案がないか、それぞれ庁内各部署において再点検をいた

しましたところ、16の施設に誤りが確認されまして、関係する９つの条例を改正するもので

ございます。 

  議案関係参考資料の５ページをお開き願いたいと思います。 

  施設の位置の正誤表、備考欄には錯誤の理由等を記載してございますが、誤りの理由につき

ましては、それぞれの施設において違いがございます。中段から６ページにかけましての震

災後に建設いたしました復興住宅につきましては、確定測量後に条例の地番を速やかに修正
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しなかったことが要因でございますが、そのほかの施設につきましては、土地の分筆、国土

調査の成果などにあわせて変更が必要だったものをそのままにしていたということが錯誤の

要因でございます。 

  議案関係参考資料７ページから32ページはそれぞれの新旧対照表でございますので、ご参照

いただければと思います。 

  再三にわたりましてこのような事案が生じましたことを深くおわび申し上げまして、細部説

明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、質疑に入ります。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 今、細部説明の中でお話がありましたので、ミスが見つかったという

ことですので、このようなことがないようにということは改めて申し上げることでもないで

すが、１点だけ。地番が間違っていたということによって、復興住宅にお住まいの方々であ

るとか施設を利用している施設の管理者の皆様に、例えば、郵便が届かないとか、そういっ

た不利益が今まであったのかどうか、この１点だけ確認したいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 今回の位置の変更について、大きな住民の方々に影響する部分につ

いては、議員ご指摘のとおり公営住宅の関係でございますので、そこについては担当課長か

ら説明させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、公営住宅の部分についてご説明いたします。 

  まずもって災害公営住宅でございますけれども、建設課として入居を開始した段階では確定

測量が終了していないということで、登記まではまだまだ時間がかかるということでござい

ました。しかしながら、一日も早く入居をということで当時買収したときの地番をもって条

例を制定しているという状況でございます。ただ、入居者の皆様には、予定地番ということ

であらかじめ予定地番をお知らせしてそれぞれ住民登録をさせていただいてございますので、

特に生活上の支障、それから今後、各種手続において住所変更等の必要性はないものと考え

てございます。 

  それと、既存の住宅についてでございますけれども、今回、かなり大くくりの部分を細分化

させていただいてございます。３つの団地以外については、それぞれ今回整理した内容でそ

れぞれ住所登録それから各種手続をされていますので、特に影響ないものと考えてございま

す。 
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  それで、今回、林住宅、伊里前住宅、伊里前下住宅、３住宅がございます。このうち、それ

ぞれ民地を借り上げているものでございますけれども、それぞれ所有者のご都合によりまし

て分筆されたということで住所が違ったという状況になってございます。それで、正確に今

回の条例等によって地番と実際住んでいる地番が違うという方が約９戸ございます。 

  ただしながら、それによっての影響でございますけれども、これまで郵便、それからその他

の手続につきましてもそれぞれ遅滞なく配達されているということでございますので、当面

の生活に関する影響はないものと考えてございますので、いずれ時期を見てその辺の訂正を

していきたいと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 私からは２点ほどお伺いいたします。 

  先ほどの説明で、16あったのを９つ、今回は出したということなんですけれども、そのほか

の……。違いますか。不備なことが16個見つかったと聞いたんですけれども、もし違うんだ

ったら話してください。 

  それと、ただいま生活面においては住所が変わっていないから郵便物は届くということなん

ですけれども、仮に車の車検の車庫証明なんかとった場合、どうなるのか。またがったりな

んかしていて、個人が借りている駐車場、そこが車庫証明の場所になると思うんですけれど

も、そういうことが懸念されるんですけれども、そういうことがあり得ないのかどうか、お

伺いいたします。 

  それから、復興住宅ができて住所が確定しないということなんですけれども、速やかにしな

かったことも要因の１つというようなんですけれども、これにすぐ事務処理ができなかった

のかどうか、その辺もお伺いします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 16個というのは16施設というご説明でございますので、よろしくお

願いしたいと思います。議案関係参考資料の５ページ、６ページの施設を数えていただくと

16施設となります。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 失礼いたしました。 

  先ほどご説明申し上げたとおり、入居時において、いずれこうなるであろうという地番を知

り得ておりましたので、その地番を入居者の皆様にはお知らせしてございます。ですので、

車庫証明をとる場合も予定地番で手続を進めさせていただいてございますので、それから免
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許等の住所も全て予定地番ということで確定後の地番を想定してお知らせしてございますの

で、その辺の変更の手続の必要性はないものと考えてございます。 

  それから、既存の住宅につきましては、基本的には駐車場を設けてございませんので車庫証

明はもともととれないということでございますので、既存の住宅の方について車庫証明のと

り直しとか住所が違うということは発生しないものと考えてございます。 

  それから、地番の確定時に速やかにというお話、原則は確かにそうだと考えてございます。

しかしながら、議員ご存知のように一昨年の騒動以来、その収拾に全力を注いでいるという

状況がまだまだ続いている状況の中で、残念ながらそこまで目が回らなかった、手をつけて

いられなかったということでございます。そこはもともと根の部分がしっかりしないことが

原因でございますので、今後ともそういうことがないようにということで、そういう意味も

ありまして、今回、本来であればこれまで既存住宅についても細分化をした条例になってご

ざいませんでした。今回、改めて一棟一棟それぞれ表記をして、今後、こういう間違えない

ようにということで改善してございますので、どうぞご理解をお願いできればと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） それでは、１点なんですけれども、車庫証明をとるときは予定地域とい

うことでとっているということなんですけれども、警察が車庫証明を、土地を借りてしてい

る人たちもいるわけです。役場に車庫証明が警察から来ると、まず警察とのやりとり、車庫

証明の関係は、それについてはどのように予定地だということでやっているのかどうか、お

伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 後で変更手続が発生しないように、入居者の皆様には車庫証明に書

く住所の欄については予定地番で記入させていただいてございます。 

  警察が町の窓口の建設課に確認が来たかどうかは私はちょっと存じておりませんが、許可証

につきましては予定地番、今回、お示しした地番で車庫証明は許可が出ているとご理解いた

だければと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第９号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第７ 議案第１０号 南三陸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す 

                 る条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第７、議案第10号南三陸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第10号南三陸町災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率等

に関し、被災者支援の充実強化に資する措置を講じたいため、所要の改正を行うものであり

ます。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） それでは、議案第10号南三陸町災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正する条例制定につきまして細部説明をさせていただきます。 

  本案は、ただいまの町長説明にもございましたとおり、災害弔慰金の支給等に関する法律及

びその施行令の一部改正を受けて行うというものでございますけれども、その根本につきま

しては、いわゆる第８次地方分権一括法によりまして法律が変わってきているということで

ございます。 

  それでは、議案書18ページ、議案関係参考資料２冊のうちの１の33ページをごらんいただき

たいと思います。 

  今回の改正では大きく３つの点について改正を行っております。 

  まず、１つ目ですけれども、保証人についてでございます。議案関係参考資料の改正案の第

14条第１項をごらんいただきたいと思います。改正案では、保証人を立てることができると
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いう規定になってございます。これに対しまして、現行では保証人に関する規定がございま

せん。これは保証人につきましては施行法令の中で必置、必ず置いてくださいということに

なっているものでございまして、ただ今回の法改正によりまして、施行令での保証人に関す

る記載が削除されたため、条例で規定するということにしたものでございます。 

  ２つ目は、貸付利率でございます。改正案の14条第２項をごらんいただきたいと思います。

１つ目の改正点と関連しておりますけれども、保証人を立てる場合は無利子といたしまして、

保証人を立てない場合は年利を年1.5％としております。なお、この内容につきましては、東

日本大震災による特例措置として適用されている現在の貸付内容と同じということになって

おります。つまり、現在の東日本大震災による貸し付けについても、この内容で貸し付けが

行われているということでございます。 

  ３つ目ですけれども、償還方法でございます。改正案第15条１項をごらんいただきたいと思

います。現行は年賦償還のみということになっておりますけれども、改正案は、これに半年

賦償還とそれから月賦償還を加えるものとなっております。こちらについても、現在行って

おります東日本大震災によります貸し付けと比較いたしますと、東日本大震災による貸し付

けについては、特例の中で年賦、半年賦ということで半年賦のみが加えられております。今

回の改正では、これにさらに月賦償還というものを加えて改正をいたしたいというものでご

ざいます。 

  なお、これらの施行につきましては、第８次地方分権一括法の施行と合わせて本年４月１日

とするものでありまして、また適用についてですが、施行日以後に発生する災害についてと

いうことで考えてございます。 

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので質疑に入ります。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ただいまの説明で、施行日以後に発生した災害という説明でしたけれど

も、その解釈でよろしいでしょうか。 

  それと、そうすると以前貸してある貸し付けの部分、あれは幾らあって、現行のままでの償

還額になるのか、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 施行日以後の適用というのはなぜかということだと思います。

これについては、国から通知の中で、同一災害については同一の条件で全て扱いなさいとい

うことになっておりますので、今、本町で貸し付けしておりますのは東日本大震災のみです
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けれども、これの適用と今回の条文、特に月賦償還が加わったというあたりが違っておりま

すので、その取り扱いは同一にしてはだめだということですので、４月以降に発災したもの

ということになります。 

  それから、あと以前の分ということですけれども、以前の分については今申し上げましたと

おりで、従前の現行の特例が適用されている内容で行いますけれども、先ほども言いました

が、利率については全く同じでございます。保証人の考え方も同じでございます。唯一違っ

ているのは、月賦償還が加わっているかいないかということですので、この点については、

現在の貸し付けについては返済するに当たりましては年賦または半年賦ということでの償還

方法ということになります。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） そうすると、東日本の場合は現行の年３％の利率ということになります

ね、今後は。ここに現行の利率を延滞の場合を除き年３％とすると、現行はこうありますけ

れども、今度の新しいのは1.5％とするとありますけれども、それと町内に幾らあるのか、そ

の辺をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） ちょっと説明が足りなかったようでございまして、現行はまさ

にそのとおりなんですけれども、利率については、改正案の内容と同様の内容で、現在、東

日本大震災については特例措置が入っておりますので、同様の内容で貸し付けがなされてお

ります。具体に申しますと、保証人がいる場合には無利子、保証人がない場合には年1.5％の

利率、これが今、東日本大震災による貸し付けで適用されているものになります。 

  それから、東日本大震災による貸付の人数ということですけれども、現在、141人の方に貸

し付けがなされました。貸付総額としては３億9,562万円ということになります。 

  なお、このうち償還していただきまして償還終了した方が17人ほどいらっしゃいます。償還

終了といいますのは、償還期限が来る前の繰上償還の方です。この方が17人おります。現在、

そういった返していただいた方、全部返していない方、一部返していただいた方も含めて、

現在の貸付総額、町が債権として持っている額は２億6,537万8,173円、細い数字になります

けれども、その額でございます。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ということは、17人中120人の人たちがまだおくれているという現状の

ようです。債権での償還期限があるということなので、最長で期限が何年なんでしょうか。
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最長で償還の期限が。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 最長でといいますと、借りた期間にもよるものですから、実は

今年度貸し付けを行った方もいらっしゃいます。そうなりますと、債権が及ぶ法定償還期限

でしっかり返していただいたとして、一番最後が平成43年ということになろうかと思います。 

  先ほど、ちょっと説明が悪かったようで、おくれているという誤解を要したかもしれません。

別におくれているというのは、一部合っていて一部合っていなくて、実は今のおくれている

というのの合っている部分というのは、お借りになった方に対しては償還計画を出していた

だいております。それは繰上償還も含めての償還計画ですので、ご自身で出していただいた

ものから比較するとおくれているという方もいらっしゃいますが、法定償還というのは法律

でこの時期から必ず返してくださいねという部分については、まだそこまで達していない人

がほとんどです。次年度あたりからそういう方が出てまいりますので、そういう意味では完

全におくれているという方ではないということで、ぜひご理解いただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 今回、弔慰金ということで名目が出てきましたが、この弔慰金というの

は被災者支援金のことでしょうか。ちょっといまいち弔慰金という意味合いが私わからない

んですけれども、その辺教えてください。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 弔慰金と被災者再建支援金はまた別なものでして、弔慰金につ

いてはお亡くなりになった方に対するご遺族の方に、お亡くなりになった直後に差し上げた

ものです。被災者再建支援金は、議員ご存知のとおり再建したときに、例えば、被災のとき

に200万円でしたでしょうか、あと再建の方法に合わせてというものですので、もともと違う

ものということでございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 私も事業再建でたしか300万円ぐらい町からお借りしましたが、ローン

を組むに当たって、とりあえずできるだけ借金を減らすということだったので、その兼ね合

いでもって聞いたんですけれども、やっぱり弔慰金は亡くなった世帯に対しての支援という

ような形の貸し出しだと思うんですが、その辺はやっぱり必要なことで、とりあえずなかな

かそれというのはもう世帯がなくなったり世帯主が亡くなったりとなかなか大変な部分だと

思いますので、町の支援というのは欠かせない部分だと思います。 
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  あと、返済方法、保証人関係に関しては、大体同じなのかなという感じを持ちました。なか

なか順調に返せない方もいるやもしれませんので、その辺は町としてもしっかり住民の生活

状況、経済状況を把握しながら、その辺は対応してもらいたいと思います。終わります。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長、もう一度細部にわたって説明。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 済みません、誤解を招くような発言があったかもしれません。 

  弔慰金については、貸し付けではなく全くの支給でございます。ですので、死亡された際に

ご遺族に対して全く支給するというものですので、貸付金とはまた別です。たまたま２つの

制度を１つの条例の中に入れ込んでおりますのでタイトルがそうなっておりますけれども、

弔慰金は弔慰金、貸付金は貸付金ということで取り扱いが別ですので、その辺、済みません、

うまく説明できませんでした。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 済みません、わかりました。とりあえず亡くなられた方に弔慰金として

うちの親戚筋でももらった方がおりますので、それと別にということなんですね。わかりま

した。ありがとうございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第10号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第８ 議案第１１号 南三陸町公民館条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第８、議案第11号南三陸町公民館条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 
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○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第11号南三陸町公民館条例の一部を改正す

る条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、自然環境活用センターにより使用する２階部分について、教育財産である戸倉公民

館施設から除外したいため、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長の説明を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） それでは、私からご説明させていただきます。 

  本件は、今、町長がご説明申し上げましたとおり、自然環境活用センターとして戸倉公民館

の２階部分を整備するという内容でございます。 

  議案の20ページをごらんいただきますと、そこで具体的な部分をご説明させていただきます。 

  ２階の防災学習室、研修・講習講義室、この２カ所の部分を条例から削除するものでござい

ます。 

  私からは以上で説明を終わります。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） それでは、引き続き議案第11号の公民館条例の一部を改正する

条例につきまして細部説明をさせていただきます。 

  議案参考資料の34ページ、35ページをごらんいただければと思います。 

  内容につきましては、まず34ページの図面が現状の戸倉公民館２階の配置図でございます。

ピンク色で着色されている部分が、今後、自然環境活用センターで使用するエリアというと

ころでございます。ピンク色部分の改修後の拡大図面が35ページでございます。 

  34ページと35ページ、ちょっと交互に見比べていただくようになります。 

  大変見づらいので申しわけございませんけれども、34ページの左側の防災学習室が35ページ

の実験室になります。34ページの倉庫３というところが35ページ飼育室になります。34ペー

ジの研修・講習講義室だったところが35ページで倉庫と機材室になりまして、34ページの震

災記録室と隣の教室であったところが35ページの事務室と交流室となっております。 

  なお、海での作業が今後想定されるというところでもございますので、35ページの左下を見

ていただきたいんですけれども、今回、公民館１階の玄関から入る場所と、あと直接35ペー

ジ左下の階段を使って２階の実験室や倉庫に入れるように階段を設置するというところでご

ざいます。 



 ２１９ 

  以上で改修予定である戸倉公民館２階の自然環境活用エリアの細部説明を終わります。以上

です。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） ネイチャーセンターに関しましては、いろいろなご意見ありましてこ

こに落ちついたというところですけれども、今までのご説明ですと、２階部分ですよと伺っ

てきたことが表現としては多いかなと思うんですけれども、参考の資料を拝見いたしますと

２階のさらに半分ですということなのかなと思いますけれども、この広さ、展示内容で、自

然環境活用センター、ネイチャーセンターの機能が十分に発揮できる広さになっているんで

しょうかというところが疑問視する声も上がってきて当然なのかなと思いますので、そこに

ついての説明をもう一言加えていただきたいなと思うのがまず１点でございます。 

  ２階に直接上がれるように外階段をつける、増設するということですけれども、やはり自然

環境活用センターの性質からいいまして、町外であるとか、また町内のお子様というか生

徒・児童さん等がこちらを利用するということも大変多くなるかなと思いますが、いずれに

しても２階に上がるまでに１階の部分、要は公民館部分を通過していかないと環境センター

に行けないのかなと思いますので、そこの動線のすみ分けといいますか、おじいちゃん、お

ばあちゃんが、地域の方が公民館として利用している部分と、そういう学習もしくは研究、

それからラムサール条約、ＡＳＣ、そういったものの町外、国外へ向けての発信のための施

設というところをうまく両立させていけるのかというところが、資料を読んだだけではちょ

っとはっきりと読み取れないなと思いますので、そこの計画は十分勘案されているのかとい

うことをお伺いしたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 昼食のため休憩いたします。再開は１時10分といたします。 

     午前１１時５７分  休憩 

                                            

     午後 １時０７分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  先ほどの質問に対しての答弁から。農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） それでは、後藤議員の質問、まず１点目、施設の広さ、２点目、

階段を増設することによる不特定多数の方が来場する際の動線という部分でございます。 

  まず、１点目の広さは十分かという質問の前に、ネイチャーセンターの目的ですとか機能に

つきまして簡単にご説明をさせていただきます。 



 ２２０ 

  簡潔にお話ししますと、ネイチャーセンターにつきましては、地域資源の発掘と理解、永続

的な資源活用の開発を目指して調査や人材育成、情報発信、交流事業を展開すると。研究内

容につきましては、南三陸町の海をフィールドに自然を題材にした活動を行うんですけれど

も、扱う内容、対象につきましては、子供から大学院レベルまでの対応が可能と。また、町

民や地元学校、漁業者への助言、提言が可能となると、これにつきましてはちょっと機材等

もそろっていないので近い将来という形になりますけれども、そういった内容があるという

中で、それを踏まえてお答えいたしますけれども、今回の公民館への移転、改築に当たりま

して、担当部局及び地域住民への説明の中で、今回の区分となりました公民館の２階部分の

機能としての部分に関しましては、公民館機能としても必要であるという中で、その辺、地

域住民との話し合いの中で十分理解するというところでございますので、あくまで今回色分

けした部分というのは、役所内の財産区分として社会教育施設と今回ネイチャーセンターの

調査研究施設を便宜上分けたものであります。 

  例えば、人が多く集まるようなことがあれば、先ほどネイチャーセンターの機能の中で説明

いたしましたように交流事業もありますので、幅広い年代層にも対応できるよう、そこは社

会教育施設、公民館と合築しているメリットを生かしながら、研修室ですとか会議室をお借

りしながら活動していきますので、広さという意味では十分というご理解をしていただけれ

ばと思います。 

  そういった意味で、今回、２階部分への動線ですとか入り口という部分もそういった考えの

中で行いますので、あくまで階段を設けたというのは、施設内を汚さないようにというとち

ょっと余り表現よくないですけれども、海から直接上がるような場合に関しましては、階段

部分を使って直接実験室に行けるような機能的な部分を優先したものであるというところを

ご理解いただければと思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） １つ安心いたしましたのは、区分というのも何と申し上げていいか、

あくまで事務的なものというか表現上こうなっておりますけれども、だから流動的な利活用

についても十分可能だということのようでございます。それは非常に安心するところでもあ

るかなと。 

  今、お話の中にもありましたが、基本的にはやっぱり地域のコミュニティーの核でもあると

いう、どちらも尊重しなければいけない部分というのがあると思いますので、今さらあっち

に持っていけ、こっちに持っていけという議論を今からするんじゃなくて、ここなのですか
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ら、ここの今おっしゃっていただいたような、ここであることのメリット、戸倉にこういう

施設があって、ですので外からの交流と地域の皆さんの交流とかうまくマッチングすると、

お互い邪魔しないで、けんかしないで、何か外からいっぱい人が来るからなかなか地域の人

たちが使いづらいな、かえって行きづらいわとならないように十分な配慮というのも必要な

のかなとは思っておりますので申し添えておきます。 

  もう一つは、改めての質問と申しますか、図面の中では外側にバルコニーということで外側

部分の図面もちらっと載っていますけれども、参考資料の中では室内の改修を行いますよと

いうところにとどまっていると思うんですけれども、大きい建物の２階の一部にネイチャー

センターがありますということが、これはやはり外から見たときに一目瞭然でわかりやすく、

あ、あそこにあるんだねというのがわかるようにならなければ、やはり外からそういう研究

であるとか学習活動に来ようという皆さんがターゲットにしづらくなるとは思いますので、

例えば、外側から見えるわかりやすい看板であるとか、外壁部分にもこの部分はネイチャー

センターですと、こっちは公民館ですとわかりやすくするとか、あとは昔の昇降口だったと

ころから結局は入っていって階段を使って２階に行くんだろうと思いますけれども、そこに

至る動線などもしっかりと演出を加えるといいますか、ネイチャーセンターがちゃんとここ

にあるんだよということをわかりやすくしていくような工夫が必要ではなかろうかと思いま

すが、今、議案の段階なのでどこまでというところは難しい部分もあるかもしれませんが、

考えていますよという答弁をぜひいただきたいんですけれども、考えていますか。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 議員おっしゃるとおりだと思います。当然、外からでもわかる

ような形でのネイチャーセンターの看板というのは設置を考えております。昇降口から入っ

た動線というのは正直まだ考えてはいなかったところでございますけれども、これも公民館

と協議しながら工夫してまいりたいと考えています。 

○議長（三浦清人君） ほかに。２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） ２点お伺いしたく思います。 

  参考資料の35ページの図面なんですけれども、事業の中の１つとして交流事業ということも

おっしゃいましたけれども、例えば、大きな団体さんじゃなくて家族連れとか小規模なグル

ープが来た場合、受け入れるかと思うんですけれども、こういった小規模なグループで来た

場合、どこを見るのか、展示コーナーというのが内階段のところに表示されています。それ

と、あと標本展示室というのがありますけれども、このあたりだけを見てお客さんには帰っ
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ていただくというようなイメージに見えるんですが、どこまで開放して、例えば、楽しんで

いただけるのか、何かアイデアがあるんであればちょっと教えていただきたいのが１つと、

それと参考資料の34ページの前のページですけれども、震災記録室、それから教室（再現室）

がありますが、ここには震災当時の、例えば、黒板なんかもありますけれども、これは貴重

な資料だと思います。こういった震災当時の貴重な資料はどのようになるんでしょうか。そ

の２点、お伺いします。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） １点目の交流事業の中で小規模の家族等の受け入れはどうする

のかというご質問でございましたけれども、一般的には、当然、展示室等も見ていただきま

すけれども、例えば、体験学習という形の中で、ご家族で海藻おしば等の作成をしていただ

いたり、そういった、例えば、夏休みの課題とかそういった部分での調査研究もこの施設で

できるという内容になっておりますので、そういった部分でご家族連れ、小さな子供さんに

も楽しんでいただけると考えております。 

  ２点目の現在の震災記録室、あとは再現室についてはどこに行くんだという部分に関しまし

ては、34ページの真ん中にあります文化財展示室１、文化財展示室２とありますけれども、

この教室に移動するというところでございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今野です。何点か伺いたいと思います。 

  まず、第１点目なんですけれども、ネイチャーセンターと社会教育施設の複合施設としての、

私が伺いたいのは維持管理です。電気光熱その他、現段階である程度決まっているのか、そ

の点、第１点伺いたいと思います。 

  第２点目なんですけれども、参考資料32ページなんですけれども、戸倉公民館の使用料が出

ています。そこで伺いたいのは、これら使用料のほかに、公民館のある地区に体育館と、今

多分仮設がなくなってグラウンドがあると思うんですけれども、そちらはどのようになるの

か。私、個人的といいますか、本当は使用料の項目の中にグラウンドというか広場の使用料、

そして体育館の使用料が入るといったことが理想的だと思っていたんですけれども、地区の

方たちの協議の中で、体育館とグラウンドはどのような扱いを望んだのか、それとも望まな

かったのか、その点おわかりでしたら伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） まず、維持管理の件ですけれども、現状では、戸倉公民館の部
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分の維持管理、現在の利用されている状況の料金が31年度の当初予算に計上されている状況

でございまして、なお、自然環境活用センターの部分はこれからすぐに係る経費というのは

発生しないと思いますので、その辺は今後の動向を見ながら考えていきたいなと思っており

ます。 

  それから、あとグラウンドの部分なんですけれども、仮設住宅が撤去されまして、現在、グ

ラウンドが使える状況になってございます。これによって、地域の皆様の特に想定している

のが、グラウンドゴルフなどがすぐに使える状況なのかなと思っております。まずもって、

今、整備がスタートした状況であります。まずもって条例等の整備はなっておりませんが、

当分、広場という形で、お試しも含めて皆様にご利用いただいてはどうかと考えている状況

でございます。特別独占しないような形で有効に皆様に使っていただければという考えを持

っております。 

  以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 課長、体育館は。管財課長。 

○管財課長（佐藤正文君） 旧戸倉中学校体育館につきましては、現在、倉庫という役割のもと

使用しております。震災後に寄附いただきました物資であるとか、あるいは本庁舎に建物移

転した後の什器であるとか、そういったものが現在おさめられておりまして、当分の間はそ

ういった利用、その後に、そういった中身が整理される折には、利用について本格的な検討

をするというところにしております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 維持管理について今課長より答弁あったんですけれども、来年度は当然

社会教育施設として予算計上なるんでしょうけれども、ネイチャーセンターとして機能する

ようになってから、どのような形での経費の案分というんですか、そういうのはあるのか、

それとも社会教育施設としての経費を上げるのか、これ課がまたがっていると思うので、そ

このところ、今のうちからはっきりしておいたほうが後々楽じゃないかと思うので、その点

もう少し、現段階でいいですので、どのような方向で持っていくのかお答えいただけるので

したら伺いたいと思います。 

  ２点目の広場、もとの校庭なんですけれども、そういった校庭はどのような形で復旧するの

か。復旧というか、芝生なのか、それとも前のような土なのか、あそこのところをどのよう

に戻すのか、再度伺いたいと思います。 

  体育館については、現在、倉庫、将来的に荷物がなくなったらどうするか検討するというこ
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となんですけれども、せっかく複合施設やらいろいろできるので、より有効に活用すること

も、戸倉地区初めネイチャーセンターに来た方たちもできれば利用できるような形で考えて

いけないのかどうか、再度伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 校庭につきましては応急仮設住宅として使用させていただきました

ので、復旧方法につきましては私からお答えしたいと思います。 

  実は、県が行っている撤去工事の中で校庭の復旧工事は既に終了しておりまして、原形復旧

ということでございますので、今後、新たな工事の予定は今のところないということでご理

解をいただければと思います。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） ネイチャーセンターの改修時期というのが来年度の１月からに

なります。そういうことで、年度としては３カ月間という使用期間でございますので、来年

度に関しましては面積案分でとりあえず料金は計算せざるを得ないのかなとは考えていると

ころですけれども、ちょっと使用状況を確認しながらその辺は決めていきたいなとは考えて

いるところでございます。 

○議長（三浦清人君） 管財課長。 

○管財課長（佐藤正文君） 体育館の今後の利用についてというところでありますが、現在の倉

庫で使っている状態においては、さほど経費がかからない状態ではありますが、本格的に使

用するとなった場合についてはそれ相応の修繕が必要というところになると思います。今後、

いろいろな可能性を含めて検討していくというところになるかと思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私が聞きたかったのは、再来年の１月から開所して、そのときは面積の

案分ということなんですけれども、再来年の４月以降をどのようにするのか。例えば、先ほ

ど課長答弁あったように面積だけじゃなくて利用人数の実績とかいろいろな案分するにも要

素というかなんか、そこのところをはっきりというか、ある程度確定したほうがいいんじゃ

ないかと思うので、再度、再来年の４月以降をどのようにするのか伺いたいと思います。 

  あと、校庭と体育館については、これは公民館機能としてではなくどういった形での今後利

用していけるのかどうか、最後伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） 施設の管理経費については、やはりまだどれだけかかるという
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部分がまだ想定もできない部分もありますので、これからやっぱり明確に分けることができ

るかどうか考えていきたいなと思います。 

  それから、前の校庭については原形復旧ということで、現在、土の状況でほぼ利用できる状

況になっております。あとは現状の段階の状況の中で皆様にご利用いただきながら、不都合

があるかどうかも含めて、お試しも含めてちょっとこれから日々利用されると予想されるグ

ラウンドゴルフとか使ってもらいながら、ご意見いただきながら、あと考えていきたいなと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 管財課長。 

○管財課長（佐藤正文君） 体育館の部分につきましては、現在、倉庫というところで当課が管

理することとなっておりますが、今後の用途が定まりましたり、あるいは今後の方向性が定

まりましたら、そういった管理する課と相談しながら適切な管理というものがなされていく

というところになると思います。（「グラウンドの管理はどうですか」の声あり） 

○議長（三浦清人君） グラウンドの管理、生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） 現在、戸倉公民館で管理を考えております。利用されたい方の

申し込みとかも戸倉公民館で受け付けをしながらご利用いただければと思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、グラウンドを公民館で管理するというんでしたら、使った場合、

ただで使えるのか、それとも料金発生するのか。そこのところをどのように考えているのか、

最後伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） 現在、まだ条例制定、料金幾らという制定にはなっておりませ

んので、当分、ご希望の皆様にご利用いただきながら使っていただければと考えております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第11号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     日程第９ 議案第１２号 南三陸町分収林設定条例の一部を改正する条例制定につい 

                 て 

○議長（三浦清人君） 日程第９、議案第12号南三陸町分収林設定条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第12号南三陸町分収林設定条例の一部を改

正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、伐期齢を迎えた分収林について、町と協議の上、団体においても処分できることと

したいため、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） それでは、議案第12号南三陸町分収林設定条例の一部を改正す

る条例制定についての細部説明をさせていただきます。 

  内容につきましては、議案参考資料36ページをお開き願います。 

  現行では、分収林を処分できるのは町だけであり、毎木調査費等の経費をかけ業者見積徴収

を行っておりますけれども、分収林組合が自前で経費をかけずに買い取り業者に処分する場

合や自前で伐採販売処分した場合のほうが、収益的に収益金が町で処分する場合よりも有利

と考えられる場合がございます。また、今後、町で処分する場合、条件の悪い分収林ですと

か面積の小さい分収林については、経費を差し引くと交付金がない状況となる場合が出てく

ることも考えられるため、分収林組合で一定の条件が整備されれば、双方協議の上、分収林

組合が直接処分できるよう条例を一部改正することとするものでございます。 

  以上で細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 何件かお聞きしたいと思います。 

  現在、旧行政区の財産の処分が今行われています。そういった中で、住所を探すのになかな
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か旧行政区の会長初め皆さんは苦慮しています。そういった中で、分収林の町から貸してい

ただいて結局活動していた方も、やっぱり住所がわからないというような人たちの話を聞き

ます。そして、前回も質問したんですが、分収林の現在、町民の団体数、そして処分が終わ

った団体数、そして現在済んでいる団体数、その辺の数をお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） それでは、分収林の団体数、あとは処分件数等につきましてお

答えさせていただきます。 

  まず、分収林の団体ですけれども、志津川地区が現在79団体、歌津地区が30団体ございます。

処分の件数なんですけれども、ちょっと平成28年からの数字しかございませんけれども、志

津川地区で平成28年度１件、29年度１件、30年度はこれまで２件。歌津地区につきましては、

28年度がございませんでした。29年度が１件ございましたけれども、これが不落になってお

ります。30年度は０件。来年度、実は歌津地区が予定しているのは４件あるという状況でご

ざいます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） こういった団体数があるんですけれども、なかなか進んでいないという

のは、町でどのように処分していないというのは、今後も続けていくのかというようなこと

があると思うんですけれども、伐期期間が近づいていると、その伐期になったら町で結局伐

期しますみたいな形の状況になるような今回の条例のような感じに私は見たんですけれども、

その辺確認したいと思います。 

  あと、売り払いの方法というのがどういった形になっているのかということも聞きたいと思

います。以前、聞いたときも団体の分収林はあくまでも町で処理して、森林組合に結局利用

する、木にするまでの伐採、あとその辺の売り払い経費的な面は森林組合というような形だ

ったんですけれども、その後の流れというのはどういった形なのか、その辺お聞かせくださ

い。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 今回の条例の改正の経緯といたしましては、先程お話ししたよ

うになかなかこれまで町しか処分できないという中で、そうなると利益分配の割合は分収林

組合が８、町が２なんですけれども、それでも経費を引いてしまうと儲けが出ないという状

況ですので、そこは一定の条件がそろえば分収林組合が直接処分できるような形にすれば幾

らかでも、もう何十年と管理していただいて儲けが出ないというのは余りにもおかしいだろ
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うということの中で、町として分収林組合が処分できるようにするという内容でございます。 

  実際の分収林処分のこれまでの流れに関しまして説明させていただきますと、まず分収林に

関しましては組合から処分申請がまず来ます。それをもとに町で毎木調査を実施いたしまし

て、売り払いの見積書を森林組合に作成していただくという流れでございます。売り払いの

契約業者審査委員会を町で開催いたしまして、最低売り払い価格を分収林組合と設定いたし

ます。これは森林組合の見積書を参考にさせていただくと。業者から見積徴収をいたしまし

て、最低価格以上であれば業者と売買契約を結ぶという流れになっているところです。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 町で分収林の処分をかけると、基本的には組合に入るお金が少ないと、

団体に入るお金が少ないと。ならば、結局、個人でも処分したいという方は今課長が話した

ルートでもって処分する方法しかないのかなというような感じだと思います。やっぱり、な

かなか組合団体、一応、町の分収林の会に相談してどうするかというのは、今後売り払いし

たいという組合をそういった形で取り組んでいくのかなと思います。なかなか大変で、そん

なに多くは進まないのかなと思います。 

  私も、この間なんですけれども、農林課に行って調査ということで聞いてみたんですが、と

りあえず価格は、ことし、千葉さんのかかわったところは高いよというような形の話を聞き

ました。この価格の推移というのは木によっても違うんでしょうが、傾向として売り払い金

額が高くなっているのか。やっぱり木の状況とかあと年数とかもあると思いますが、その辺、

今現在の、そんなに処分はしていないようなんですが、傾向としては、町ではこの売り払い

金額、やっぱり木材の利用あと南三陸町内における木材の質、その辺に関してはどのように

分析していますか。この辺、最後にお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 木の価格の現状ということでお答えさせていただきます。 

  単純に木の価格に関しましては、現状維持か、ＦＳＣに関しては上がってきているというこ

とは聞いております。ただ、全体的に木の価格というのは下がっているのかなというところ

でございます。これも正直木の質にもよるんですけれども、ただ全般的に南三陸町産材に関

しましては、質的には全国でもトップレベルの木の質というのは聞いているところでござい

ます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。13番山内孝樹君。 

○13番（山内孝樹君） 前者に続きまして、ちょっと聞き漏らした点等がございまして、まずこ
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の分収林に対しまして、町への登録業者、何者ほどありました。 

  その点と、南三陸町産材のＦＳＣの認証を受けられた、そういう波及効果もあってか材質も

いいと、値がある面期待できるというような説明だったかと受けとめたんですけれども、適

正な管理をしていなければ値に値するものではないと私は解釈をしております。あともう一

つ確認したいのは、志津川、歌津の団体数、示されてお答えをしていただきましたが、その

団体の中で震災によって契約書等の取り交わしの書類等が紛失をされた団体もあるかと思う

のですが、その点は懸念されるものではないのか、まずこの点をお伺いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 大変申しわけございません。業者が何者かにつきましては、ち

ょっと今手元に資料がございません。後ほどお答えさせていただきたいと思います。 

  分収林組合の団体の中で契約書が紛失しているという部分に関しましては、ちょっと町でそ

れらを完全に把握はしておりませんので、後ほど調査してお答えさせていただきたいと考え

ております。 

○議長（三浦清人君） 山内孝樹君。 

○13番（山内孝樹君） 業者は登録業者でなければいけないのではなかったかなという解釈をし

ているものでして、その業者以外となると、また分収林の売り払い等は適用できなかったの

ではないかという私の解釈なんですが、それを後ほど確認したらお示ししていただきたいと

思います。 

  それから、書類の紛失等によって伐期50年でしたっけ、伐期は、分収林の。特殊な事情によ

り町長が特に認めたときには処分を延長することができるということで、これまでは木価の

低迷によってその伐期を延長していた団体もあるかと思うのですが、その点は。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 業者登録数に関しましては後ほど説明をさせていただきます。 

  伐期齢に関しましては、杉が35年でヒノキが40年でございます。現在、ほとんどの分収林が

設定期間を超えているという状況であるというところでございます。 

○議長（三浦清人君） 山内孝樹君。 

○13番（山内孝樹君） 合併前はたしか聞いたということでは50年だったのではないかなという

解釈でした。35年ですとかなり単価も落ち込むのではないかなという解釈をしているもので

ありまして、伐期を延長している団体も木価の推移によってあったかと、このように確認し

ております。35年から40年となりますと、どのくらいの単価でしょう、ここ当たり。 
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○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 高いもので１立方で１万円から１万3,000円だったと記憶して

います。 

○議長（三浦清人君） 山内孝樹君。 

○13番（山内孝樹君） そうなると、それこそ毎木調査等は団体でということで条例が改正され

たわけですけれども、果たしてその単価で本当に残るのか残らないのかという案ずる点があ

るわけですが、大変搬出をする条件のいいところばかりではないので、先ほど課長がおっし

ゃったのは、分収歩合率は８、２でしたっけ。私、この条例の改正によりまして、ちょっと

勝手な拡大解釈なんですけれども、９、１くらいに分収倍率を変えられるのかなというよう

な解釈をしていたんですが、余りにも無粋過ぎますか。これ最後のお伺いといたします。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 確かに木価に関しましては、今、お話ししたようにいいもので

１万円から１万3,000円というところでございます。今、議員お話しされたように、搬出経路

がない条件の悪いところですと経費がかさんでくるというところでございます。ちなみに、

毎木調査費に関しましては、１ヘクタール当たり約10万円から13万円ぐらいかかっていると

いうところでございます。 

  そういった意味でなかなか経費がかかるということの中で、今回、分収林組合で処分できる

としたんですけれども、ただ、あくまで一定条件という部分で町で設定をさせていただいて

おります。例えば、分収林組合で処分することがぱっと見有利と判断されるということもご

ざいますし、あとは当然処分に当たっては町も協力いたしますし、森林組合もお互い協力し

ながらやっていくということもございます。あと木材の搬出に当たっては町の研修を受ける

という条件もつきますけれども、ただ、そういった中で今回の改正、８、２からもっと条件

という部分に関しましては、これは今ここでお答えすることはできませんけれども、ちょっ

とこういった今回のある一定の制度改正の推移を見ながら、今後、検討していきたいと考え

ております。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。 

  この説明、現行と改正案を比較しますと、９条が抜ける形になります。処分することはいい

んですけれども、ただ、この９条は、分収林を処分した場合は団体は再契約できるものとす

るという情報が抜けてしまうと、処分した後の再契約もできなくなる、そして切った後の山



 ２３１ 

が植林もしなくなってしまう、そういう懸念がされるんですけれども、その辺、木を切った

後の手入れとかそういうものの管理というものはどのようになるのか、お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） ７番議員、９条は生きています。逆になっているから。いいですか、了

解ですか。別な問題ですか。及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 失礼しました。勘違いでした。 

  処分した後の管理というものは、植林までができるのか、それができないのかという問題が

ありますけれども、その辺は処分して終わりなのか、団体さんに任せるのか。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 今回、分収林を処分した後、再契約も当然できるという形の中

で、じゃあ切ったところを造林するのかという部分ですけれども、実は、分収林組合が再契

約というのはほとんどない状況です。できるんですけれども、再契約というのはほとんどな

い状況なんです。ただ、町としてそのままにするのではなくて、場所によっては造林しても

ちょっと条件悪い場所もあるんですけれども、ほとんどは町で造林を行います。ただ、それ

は国庫補助金をいただいて、町として条件のいいところに造林はしているという状況です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 木は５年、10年でおがるわけでないですので、やはり最低でも50年がか

かります。切った後の植林ということも大事なものなので、今、木価が安いといっても50年

後にはどのように倍になるかもしれない、現在だって50年前は価値がありました。そういう

ものですから、やはり切った後の造林と植林というものを大事にして、植林するような環境

づくりをされていかれたらいいなと思いますので、その辺を十二分に考えていただきたいと

思います。終わります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） ２点ほど伺いたいと思います。 

  まず、第１点目なんですけれども、先ほどの議員のやりとりでほとんどわかったんですが、

１つだけ確認なんですけれども、最初、課長説明のときに、町で切ると利益が余り出なくて

直接切ってもらうと利益が出ると、そういう説明あったんですが、何で町で切ると利益が出

ないのか。先ほど処分申請のことやら毎木調査の件もありましたけれども、そこのところを

もう少しわかりやすく伺いたいと思います。そのための条例改正なんでしょうから。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長、８、２、今回の改正によって、２は町は取らないよと、

要は団体に全部行くという内容じゃないの。違うの。それで違うの。そういう解釈した。 
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○農林水産課長（千葉 啓君） 済みません、説明がちょっとうまくなくて伝わらなかった部分

があるのかなと思っておりました。 

  一番は、分収林の処分申請というのは今後ふえてくると町としては考えているところでござ

います。業者見積徴収を行った結果、売り払い価格に達せず不落になるというのが実は何件

か出ているという中で、不落の原因というのが、分収林組合はできるだけ高く売りたいと、

ただ木の条件、例えば、適正に間伐等が行われていないという部分で、そういった問題です

とか地理的条件、形質販路といいますか作業道がないというところもあるんですけれども、

そういった原因がある中で、実は先ほどお話しした毎木調査というのを町が処分する場合は

行うんですが、今お話しした条件によっては毎木調査の金額というのがかなり幅広く高額に

推移するという部分がございます。それを分収林組合が直接業者とやりとりすることによっ

て、当然、その中に町も森林組合も入るんですけれども、毎木調査を行わずにそういった価

格の調整といいますか、それができるというのが一番のメリットかなと考えています。 

○議長（三浦清人君） よろしいですか。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今の課長の説明ですと、毎木調査がキーポイントみたいな話だったんで

すが、私、切るときのシステムがちょっとまだわからないんですけれども、必ず毎木調査と

いうのをしなきゃいけないのか、それとも町で切るときもそういったことをショートカット

できるのか、そういったことももう一度説明お願いしたいと思います。 

  それで、まだ100ぐらいの分収林があるということなんですけれども、この条例が可決する

ことによって、今後の流れとしては自分で切るほうが多くなるのか、それとも町で切るのが

多くなるのか、見通しというか状況おわかりでしたら伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） いろいろメリットあると思うんですけれども、一番の大きなメ

リットは毎木調査費が、言葉は悪いですけれども、調査費が浮くというところはメリットと

しては大きい部分なのかなと考えております。 

  今後の状況に関しましては、どちらが多くなるかという部分に関しましては、今回の改正に

よって自主的に分収林団体がじゃあ処分しようかということは多くなってくるのかなとは感

じております。 

○議長（三浦清人君） 納得しませんか。（「じゃあちょっと１点だけ」の声あり）今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 毎木調査なんですけれども、それは町で切る場合は必ずやらなければい

けないのかどうか、そこだけ確認させていただければ、私、納得させていただきます。 
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○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 町でやる場合は必ず毎木調査はいたします。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論なしと認めます。 

  これより議案第12号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１０ 議案第１３号 南三陸町都市公園条例の一部を改正する条例制定につい 

                  て 

○議長（三浦清人君） 日程第10、議案第13号南三陸町都市公園条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第13号南三陸町都市公園条例の一部を改正

する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、志津川地区市街地に整備中である公園について、都市公園として追加すべく、所要

の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 担当課長、建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 議案第13号南三陸町都市公園条例の一部を改正する条例制定につい

ての細部説明をいたします。 

  議案書は25ページ、議案関係参考資料は２冊のうち１冊の37ページになりますのでお開き願

いたいと思います。 
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  松原公園につきましては、東日本大震災により被災いたしまして、現地復旧は不適当と判断

いたしまして条例より削除してございました。その後、内陸部での復旧について国の許可を

得て助作地区におきまして現在整備してございます。 

  工事につきましては、本年５月末には一部を除き完成する見込みであることから、条例の別

表第１に松原公園を加えるものでございます。 

  公園の名称につきましては、都市計画並びに災害復旧事業においても松原公園の名称を使用

している、それから町民からの認知度も高いということで、松原公園の名称を使用すること

にいたしました。 

  施行日につきましては、公布の日から６カ月を超えない範囲内で規則で定めたいと考えてご

ざいます。 

  なお、公園の供用開始は、芝の養生期間が必要なことから本年９月を予定しております。 

  以上で細部説明といたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。再開は２時20分といたします。 

     午後２時０４分  休憩 

                                            

     午後２時１９分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  先ほどの質問に対しましての答弁が残っておりますので許可いたします。農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 先ほどの質問の中で、登録業者数とあとは流出した契約書の数

ということでご質問ございましたので、お答えさせていただきます。 

  まず、登録業者数ですけれども、現在３者でございます。津波等で流出いたしました契約数

に関しましては、ちょっと現在、平成14年度の分収林台帳によって鋭意調査中というところ

でございます。どうしても地区名での契約であれば、台帳に載っている地区名がわかればそ

こから拾えるんですけれども、どうしても団体の名前だけだとなかなか見つけられないとい

うことの中で苦戦しておりますが、現在調査中というところでございます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 先ほどは議案第13号の説明が終わっておりますので、これより質疑に入

ります。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 何点か質問したいと思います。 

  都市公園として高台にできた団地内の公園は、海抜も随分20メートルとか高いんですが、今
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回、松原公園ということで公園という形で町はあの場所をくくっていますが、あそこの海抜

は幾らぐらいあるんでしょうか。 

  そして、志津川地区の東山公園は、市街地の盛り土が大体10メートルちょっとぐらいありま

すが、それよりは高いので結構津波を今後想定した場合に、あの部分までは大丈夫なのかな

という感じがします。しかし、松原公園はなかなかいろいろな行事があったときにちょっと

心配される部分があると思います 

  あと、ここにあります上の山緑地、あそこにはこの間、津波の到達地点に目印が建ちました

が、あそこに書かれている津波の波高は16メートル50センチでした。ですから、緑地公園と

して果たして上の山緑地、その辺も今後どのような利用と考えを持っているのか。 

  いろいろ聞きましたけれども、３点ぐらいお願いします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 助作地区の現在整備している松原公園の海抜についてでござい

ますが、海抜7.3メートルから7.6メートル程度という地盤の中でございます。当然、東日本

大震災クラスの大津波が再度と場合にはということで、北側に整備しております復興拠点連

絡道路に駆け上がれるような形で階段をあわせて設置させていただきました。 

  １点目については以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 都市公園として東山公園がございます。議員おっしゃるように一定

程度の高さがございますので、通常の津波といいますかＬ１津波であれば十分安全が確保で

きるものと考えてございます。 

  それから、上の山の緑地でございますけれども、これについてもＬ１の津波に対しては十分

安全が担保できると考えてございますけれども、いずれＬ２には対応できない部分がありま

すので、利用に当たって避難経路等々の検討をする必要があるかと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 上の山緑地に関しては、今、津波到達地点に木の標準木みたいなものが

立ちました。そして、裏側には志津川保育所がありました。そして、志津川保育所が解体さ

れ、広々とした場所が、あそこには土地が広がっています。上の山緑地に関しては、その分

も上の山緑地としての活用か、それとも広くなった土地を町はどのような形で緑地として利

用していくのか。 

  あともう一つは、志津川地区の住民の人たちは上の山緑地が津波発生時の避難場所となって
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いましたが、今後もあそこは避難場所というようなくくりの土地なのか、その辺お聞かせく

ださい。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 上の山緑地につきましては、旧本当の公園の部分といいますか、そ

の部分が公園でございまして、今回、保育所の解体で発生した土地については、公園という

よりも他の利用を考えざるを得ないと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 管財課長。 

○管財課長（佐藤正文君） 旧保育所の敷地の部分につきましては、現在、普通財産ということ

で管理しております。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 新しい計画の中では、避難所には指定していないと認識しておりま

す。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 旧志津川保育所に関しては、町の財産として今後利用するというような

形だと思うんですけれども、もちろん利用方法というのはまだ町では考えないということで

すか。その辺お願いします。 

  あと、以前はあそこが津波避難の場所でした。そして、あの地区にはまだ住民が、私の感じ

るところによると30軒余りがあの辺にあります。そして、津波発生時にはあの地区の人たち

はどこに避難すればいいのかと、こういった話も聞こえてきます。そういったことを考えた

場合に、津波が発生してこの間のような16メートルぐらいの津波が来た場合にあそこはまた

孤立してしまうと、そういった住民のことを考えれば、上の山緑地、いろいろな活用の仕方

があると思うのですが、今後の考え方だとは思いますが、町としては今後あそこをどのよう

な形に利用していくのか。あと、住民の避難場所としてもうちょっと高いところに避難する

ような説明を地区の住民にはしているのか。その辺、最後にお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 志津川保育所の跡地につきましては、現在、特に利用計画はござい

ませんが、当面はまだ復興事業等なり、あるいは今後予定されている道の駅の工事等で、ど

うしても駐車場が不足がちになる部分を補う形での利用という形で当面は考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 上の山よりもさらに高い地区ということで、志津川小学校が地区の
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避難所ということになってございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） ２点ほど伺いたいと思います。 

  まず、第１点目なんですけれども、志津川地区にこういった立派な公園が復旧して大変喜ば

しいことだと思います。そこで伺いたいのは、名称が松原公園なので松の植樹はされるのか

どうか、まず第１点、伺いたいと思います。 

  第２点目なんですけれども、松原公園はかつて、ご存知かどうかわからないんですけれども、

戸倉地区にも松原公園という公園がありました。それも８年前の震災で同じように流されて

しまいました。そこで、以前、私も聞いたような記憶もあるんですが、こういった立派な公

園が完成するという、そういったタイミングに合わせまして戸倉地区の松原公園の復旧の見

通しというか、そういったことがあるかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 助作地区の松原公園を復旧するに当たりまして、植栽とかも当

然議論の中にありました。今回、現在整備しておりますのは国の災害復旧事業というのを活

用して工事を進めております。残念ながら、植栽につきましてはオーバーフローしている部

分もございましたので、その部分については現在の工事では何とも植樹までは回っておりま

せん。 

  ただ、しかしながら、このイメージパースにも桜とかをイメージしたような場所を書いたん

ですけれども、こういった一定程度の広さの緑地とかもございますので、かつ震災からこれ

までさまざまなご支援いただいております団体さんがございます。松の植樹ですか、そうい

った部分のご支援とかもいただいた団体もございますので、今後、そういった形で場所は一

定程度ございますので、松も含めた形で緑化、緑地化を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 戸倉の松原公園、知っている方。建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 誰も答えないので答えさせていただきます。 

  今回、都市公園ということでご提案させていただきました。戸倉にあった松原公園、同じ名

称でございますけれども、そちらは農業関係で整備した公園であると聞いてございます。残

念ながら、農業関係の災害復旧事業は多分申請されておりませんので、そちらは別な何かの

方法でもし復旧するとすれば、復旧方法も含めて検討が必要だと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 植樹について課長より答弁いただきました。そこで最終的に伺いたかっ
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たのは、かつてあった場所は松がいっぱいあって、そういった趣での松原公園でした。今回、

こういった名称で出てきたものですから、今後、公園名に関してはこのままの公園名でいく

のか、それとも新たな公募なりネーミングライツなりして決めていくのか、その点、再度名

称に関して伺いたいと思います。 

  ２点目の農林関係で整備した公園なんですが、課長の答弁では復旧の見通しがないというこ

となんですが、そこで別の方法という、ちょっと前向きっぽい答弁がありました。そこで伺

いたいのは、かつて戸倉小学校があったあの一帯はどのような形の整備になるのか、ならな

いのか、公園のようなものができるのかどうか、そういった淡い見通しを伺いたいと思いま

す。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 今回の都市公園の名称を決めるとき、少し悩みもあったんですが、

いずれ町民の皆様に親しまれている松原公園がいいだろうという決定をしました。その根拠

なんですけれども、どなたが見てもあの場所に松原公園という公園があるということに多分

疑問を持つんだろうと、そもそも、なぜここに松原公園があるかということが多分公園があ

るうち皆様の話題になっていくんだろうと、ここに移った歴史をそれぞれ語り継がれるだろ

うということを期待して、実は松原公園にあえてさせていただきました。 

  それとあともう１点、戸倉地区でございますけれども、ご存知のように戸倉地区の背後地、

震災後、今、土砂を置いていますけれども、いずれ撤去する予定でございますので、高さ的

には震災前と何ら変わりない高さに復旧されると思います。安全道からいえばかなり低い状

態でございますので、議員おっしゃるように、もし公園を整備するとすれば、やはり安全な

高台にということを考えざるを得ないと思ってございます。候補地は何点かあるかと思いま

すが、ただ先ほど申したとおり整備手法がなかなか見つからない状態でございますので、こ

こは地域の皆様と相談しながらやっていくしかないかなと考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私、何もわからず課長のそういった奥の深いネーミングの由来を聞いて

納得しました。そこで、先ほど言った松の植樹なんですけれども、しつこいようですけれど

も、なおさらそういった深いネーミングをより確かなものにするために、推進課長答弁あっ

たようないろいろな支援で植樹されるという、そういう予定も聞きました。私の思いとすれ

ば、１本でも２本でも松だったらこの植種をというかいろいろな種類があると思うんですけ

れども、どういった種類でもいいので一、二本、モニュメント的に、名前の由来を確認した
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ときに少しでも何かを添えるような、そういった植樹を考えてもいいと思うんですが、そう

いった件に関して再度伺いたいと思います。 

  あと、戸倉地区のところですけれども、平地になるということでわかりました。ただ、あの

近辺初め戸倉団地ができて、朝晩、朝なんでしょうけれども、結構散歩をしている人たちが

います。そのときに、さきの議案の元戸倉中学校のグラウンド等も緑というか、先ほど言っ

た元戸倉小学校のあたりも雑草ではない緑のような形にしてもらい、朝晩散策する人たちと

いうか、老人、お年寄りの方たちの少しでも心の復興に寄与するような、そういった形で整

備できないかどうか、再度伺っておきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず、寄附を考えているというお話をさせていただきましたが、

どこの団体から何本とかいう具体が既に定まって予定しているというわけではございません。

災害復旧が使えない限り、さまざまな財源とか、あとは現物とかいう手法を一般財源だけじ

ゃなくて検討していくという意味でございました。旧松原公園にあった松林、私の記憶です

と黒松が多かったのかなと。ただ、道路沿いのほうは赤松もあったのかなという部分もござ

いますので、今の議員のお話とかも踏まえて、樹種の選定、本数とかは松で検討、決定して

まいりたいと。 

  １点申し添えますと、町の町木タブノキ、今、ベイサイドアリーナ南側にございますが、こ

れからインターロッキングがあってというあの通りのところにタブノキがございますが、そ

の木を今度改良工事するに当たって、適切な時期に松原公園に植えたりとかいうことも、あ

わせながらよりよい緑地環境をと考えております。 

  あと歴史の、建設課長が話した部分に加えての話なんですけれども、実は震災を受けた旧松

原公園の園名板といいますか、松原公園と書いた御影石が沖に流されずにございました。そ

れを、８年たちますけれども、町として現在保管しております。本議案が可決されました後

においては、新しく園名板をつくるのではなく、その旧松原公園で使っておりました園名板

をそこに設置をしようという予定もございます。そうしたことも含めまして、なぜここが松

原公園なのかという部分をしっかりと伝えていければと考えております。 

  １点は以上です。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 間もなく県が施工している防潮堤の工事が完了する予定でございま

す。ちょっと思い出していただければ、防潮堤の計画が出てきたときのパースがございます。
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当時、背後地の利用は特にありませんでしたので、景観等の議論もあったということもあっ

て、そのパースには背後地に緑化されたようなパースであったと私は記憶しているんですけ

れども、松原公園と同様、今、植樹をする当てというのは実はなくて、ただ、あるのが買い

取った土地であったり戸倉小学校の跡地の土地であったり、土地は点在しながらもところど

ころにあるんだろうと。あとは全ての事業が終わった段階に、これは個人的な考えですけれ

ども、地域の皆様とそういう植樹会が、木を植える会です、そういうのが何らかのスポンサ

ーいただいて植えれば、それが本当の防潮堤にとっての完成かなと考えてございます。 

  ただ、今、何の担保もない中でのお話でございますので、そこにつきましてもやはり議員の

皆様初め地域の皆様としっかり協議しながら決定していきたいと考えてでございます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。１点ほどお伺いいたします。 

  上の山の緑地、あそこに職員の人たちが大分避難して小学校まで避難したということを聞い

ております。そのときはもう道路も道もなく、そういう状態の中で上の山から志津川小学校

に逃げたということを考えますと、先ほどお伺いしたら30軒ほどのおうちがあると。そして、

その人たちは下に逃げるわけではないですね、下は車で行くと下に行きますから。そうする

と、徒歩で逃げるということが考えられます。そして、また下のほうの商店街の人たちも築

山まで行くよりも上の山に上がったほうが早いかと思うんです。そうした場合、小学校まで

の道、徒歩で逃げられる道というものも当然確保しておくべきでなかろうかなと思いますけ

れども、その辺どのようにお考えになるか。 

  そして、８年もたちました。そうしたとき、避難していた道が雑草とかいろいろなもので道

の筋もなくなっていると思われるんですけれども、その辺確認していたのであればそのこと

と、今後の計画をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 避難計画の中では、低地にある方々、警報が出るというような段階

で素早く指定された避難場所に避難行動をとっていただくということが原則になります。し

たがいまして、無理に山を越えていくというようなことよりは、素早く津波が来るまでの時

間の間に高い指定の場所に移動していただくというようなことが大切になるだろうと思いま

す。 

  議員おっしゃるのは、それでも仮に残った人たちがあった場合の避難路というようなことで

しょうから、その分についてはすぐ無理に道路をつくるのがよろしいのか、地域の方々とそ
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の必要については今後の検討というようなことになろうかと思います。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 残った人たちではなくて、やはり初動行動が大切でございます。わざわ

ざ車で逃げるとなると一旦下に下がらなきゃならないので、それから小学校にでも避難場所

に行かなきゃならない、低地を通っていかなきゃならないという現実があります。 

  そうした場合、やはり車ではなくて、道が何も大きい広い道でなくて人が歩けるぐらいの道

があれば、そこは安全な小学校に逃げられるということなので、それが地域の人たちはわか

っていると思うんです。上の山が避難訓練していた場所なので、目の前の高台ということな

ので。残った人ではなくて、そういうためにもそこを何百メートルあるかわからないんです

けれども、人が行かれるぐらいの常に刈り払いでもなんでもしておいて道筋をつくっておく

べきでないかなということを申し上げているんです。 

○議長（三浦清人君） 及川議員、公園の条例なんで公園と関連性を持った質問してください、

関連性を持ったです。（「上の山公園から抜ける」の声あり）最初からそう言ってください。

ここから、上の山公園と松原公園。関連性を持たせた質問に持っていってください。 

  答弁。総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 現在も上の山公園から上の地域にお住まいの方々は、配水池を伝っ

て行ける通路がございますので、その利用が可能でございます。 

○議長（三浦清人君） 12番菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） まず、松原公園。私、以前、お聞きしましたけれども、ここのトラック

部分に雨対策としてテント、上屋という話もしましたけれども、今回は原形復旧ということ

でなかなかだめだということは認識しております。その折で、いろいろな方々が野球なりト

ラック競技なり、あとは地域の方々が利用するんですが、その折心配したのは雨対策という

ことであります。そのとき、あずまやを、あのときの答弁だと二、三カ所つくるんだなと、

私はそういう認識でおりました。今回のそういう設備ということでお伺いします。 

  この図面の中で真上にいるのがあずまやになるものか、そしてトイレも一応雨対策にはなる

という答弁も前いただいていましたけれども、やっぱり近くに雨降ったとき、逃げるような

ところがないので、その辺も随時、町の単費でもいいから整備をするというような答弁であ

ったなというような記憶をしておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 議員から前にご質問いただいたとおりでございます。災害復旧
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で整備いたしますあずまやにつきましては、38ページの資料のイメージパースと右下にござ

いますが、それのすぐ上の部分、要は遊具広場に１カ所、あずまやを現在工事しております。

加えてあと２つ、これはたしか東京世田谷の建設関係のボランティア支援団体の力をかりま

して、あと２つと考えております。それにつきましては、当然、災害復旧工事とは別に設置

をしたいと町といたしましては考えております。設置場所でございますが、野球場の左中間

というんですか、トイレ、三角地ございますが、要は公園の一定程度中心に近い部分、あと

はその下、現在、助作の浄水場がございます駐車場と旗を立てているエリアにということで

一応考えてございます。 

  ただ、災害復旧で実施しないあずまやにつきましては、今回の工事には入ってございません

ので、そのあずまやにつきましては生涯学習課、建設課で、支援団体と施工時期とかにつき

ましても事務レベルで詰めている最中と承知しております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 世田谷からそういうことで、善意で２棟建ててもらった。私のイメージ

とするあずまやというと、４本柱のないイメージなんです。大体どんなあれでもって、さっ

きの平面図で言いましたっけ、どれぐらいの大きさになるのか。それで、生涯学習課でやる

というあずまや、聞くところによりますと旧松原公園にあった柱を立てて上がはりというか、

桁にはりがちょっと渡した、あれもあずまやという認識だということを聞いたことがありま

すけれども、できれば雨対策ということで、そういうんじゃなくてまともに屋根をかけたあ

ずまやがいいのかなと、私はそんな認識ですけれども、どのようにお考えでしょうか。大き

さと、それをあわせてお願いします。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） まず、済みません、災害復旧で整備を予定しているあずまやで

ございますが、３メートル四方の広さでございまして、約３メートル四方のサイズでござい

ます。屋根を当然かけます。地面から屋根までの高さが、済みません、２メートル50弱とい

う大きさでございます。世田谷の建設職組合さんという団体だったと記憶しているんですけ

れども、支援をいただく団体と一緒に予定しているあずまやにつきましての詳細は、多分、

これからどういったしつらえでというのは、これから詰めていくというところかと思います。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（三浦勝美君） ただいま復興推進課長が申し上げましたとおり、世田谷土建の

皆様と協議は進めてはいるものの、どの辺、どのぐらいのちょっと経費がかかってしまうと

かまだ詳細な部分は詰めておりません。ご要望のとおり雨宿りとか必要だと思いますし、そ

の辺のちょっと材料等、その辺がまだ詳しく決定を見ておりませんので、いずれにしてもち

ょっと協議を進めている状況でございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） わかりました。それで、かっこいい、使い勝手のいいやつになるように

お願いしたいと思います。 

  それで、野球場なんですけれども、原形復旧ということだとなかなかダッグアウトとかそう

いうの難しいかと思うんですけれども、以前はトラックのコンテナの部分を置いて倉庫がわ

りに使うとかいろいろな件ありますけれども、今回、このように立派な施設になったので、

そういう対策も、やっぱりいつもいつも晴れているばかりじゃないので、そういうところも

ぜひ、備えつけじゃなくてもいいので、今言ったようなものでもいいし、いろいろなことで

使い勝手のいい施設になるように努力することをお願いして終わります。 

○議長（三浦清人君） ほかに。２番倉橋誠司君。 

○２番（倉橋誠司君） あずまやに続きまして、ちょっとまたお金のかかるようなことを言おう

かと思っているんですけれども、駐車場が３つありまして、ＪＲの線路跡のところの駐車場

がありますが、色づけされていない線路跡のところ、私、ちょっと遊び心をくすぐりたいな

と思っているんですけれども、松原公園をさらに話題性のあるものにしてはどうかなと思っ

て提案させていただきたいんですが、例えば、線路跡、色づけされていないところ、ここ遊

具広場をちょっと拡張するようなイメージで旧ＪＲ気仙沼線の緑色の車両なんかを置くとか

すれば、ちょっとイメージもよくなるんじゃないかなというのも考えています。 

  それと、あと線路をまたさらに北東に進んでいったところに、ちょうど野球場のバックネッ

トの後ろにトンネルの入り口がありますよね。このトンネルを、例えば、ワインセラーに活

用すると。ちょうどワインプロジェクトなんかもやっていますけれども、そういったことを

やってちょっと話題性を松原公園にプラスしてはどうかなと思うんですけれども、どうでし

ょう。企画課長、こんな企画をしていただけませんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 最初に、ワインの関係については、既に使えるかどうかという調査

といいますか既に行っておりまして、残念ながら湿度が余りにも高過ぎるということでなか
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なかトンネルの利活用という部分については、ワインという形ではちょっと無理なのかなと

思います。 

  それと、ＪＲの敷地につきましては、まだ相手方とのお話もありますので細部まで言えませ

んが、町として使える部分は使っていきたい旨の話し合いは今進めているところでございま

すので、まだ結果としては結論は出ていませんが、いずれ町が使える、使いたい部分につい

てはＪＲさんも前向きでいるようでございますので、今後決まりましたら改めてご紹介した

いなと思います。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  ないようなので、討論を終結いたします。 

  議案第13号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１１ 議案第１４号 南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を 

                  改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第11、議案第14号南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の

一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第14号南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例等の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

  本案は、学校教育法の一部改正に対応すべく関係条例の一部を改正するものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 議案第14号について細部説明を申し上げます。 
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  国は、平成31年４月１日施行として学校教育法の一部を改正する法律により、新たな高等教

育機関として専門職大学と専門職短期大学を創設する法改正を行ないました。これに伴い、

学校教育法を引用する町の条例３本を一括して改正する条例を制定するものでございます。 

  議案書27ページには、第１条から第３条までそれぞれ町の条例の改正をうたっているもので

ございますが、新旧対照表でご説明いたしたいと思います。 

  議案参考資料39ページからごらん願います。 

  まず、南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例でございますが、第14条第１項第６号及

び第７号において、技術管理者の資格要件について、改正前は学校教育法の短期大学とされ

ていた部分を法改正に準じて改正後の条例では専門職大学の前期課程修了者を含むものとし

て改正するものでございます。 

  次に、40ページでございます。 

  南三陸町職員の自己啓発等休業に関する条例でありますが、条例第４条で自己啓発のための

休業できる教育施設を学校教育法を引用して規定しておりますが、その法改正の条ずれに応

じて引用条項を改正するもので、意味におきましては変更はございません。 

  次の41ページは、南三陸町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例でございますが、第10条第３項第５号で放課後児童支援員の要件が規定されておりますが、

大学に加えて専門職大学の前期課程修了者を加える改正とするものでございます。 

  以上、細部説明とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） これより質疑に入ります。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子） １点お伺いいたします。10条の中の放課後健全育成事業の関係です。 

  第14号の関係参考資料の41ページです。 

  放課後児童支援員の関係の（５）の中の一番最後の下線を引いている部分なんですけれども、

専門職大学の前期課程を修了した者を含むとありますけれども、前期は全部の全じゃなくて

前後の前となりますけれども、前期後期あるわけですけれども、この前期の部分でと解して

よろしいでしょうか。その辺をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅原義明君） 専門職大学の前期ということでございまして、専門職大学は４

年制の大学のようでございまして、前期を修了する段階で短大卒と同位の同じ学位がいただ

けるということのようでして、そのために短大卒をもって資格を与えますよという部分につ

いては、前期を修了したものということになったようでございます。 
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○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子） では、前期というのは短大卒と解していいということですね。わかりまし

た。 

○議長（三浦清人君） ほかに。(「なし」の声あり) 

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  議案第14号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１２ 議案第１５号 南三陸町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者 

                  に関する条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第12、議案第15号南三陸町水道事業の布設工事監督者及び水道技術

管理者に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第15号南三陸町水道事業の布設工事監督者

及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、学校教育法等の一部改正に対応すべく、所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては上下水道事業所長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 上下水道事業所長。 

○上下水道事業所長（阿部修治君） 議案第15号につきまして細部説明をさせていただきます。 

  本案は、学校教育法の一部が改正されたことに伴い、関係する条例の一部を改正するもので

ございます。 

  議案書は29ページの改正文、議案関係参考資料は42ページ、43ページに新旧対照表を載せて

ございますのでごらん願いたいと思います。 

  改正する内容でございますが、水道事業の布設工事監督者と水道技術管理者の資格要件につ
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きまして、これまでの資格要件に新たに専門職大学の前期課程を修了した者を含むものとし、

有資格者の拡大を目的として改正する内容でございます。 

  以上、簡単ですが細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 質疑に入ります。(「なし」の声あり) 

  討論に入ります。（「なし」の声あり） 

  これより議案第15号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１３ 議案第１６号 南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改 

                  正する条例及び南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する 

                  条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（三浦清人君） 日程第13、議案第16号南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一

部を改正する条例及び南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

  局長、朗読。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（三浦清人君） 町長、説明。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第16号南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の一部を改正する条例及び南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、家庭から一般に排出される可燃ごみの処理手数料について定めるなどしたいため、

所要の改正を行うものであります。 

  細部につきましては担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） それでは、議案第16号南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例及び南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す
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る条例制定についての細部説明をいたします。 

  本条例は、ごみの抑制、資源化を図るため、家庭から排出される可燃性ごみを指定された袋

で排出する場合の処理手数料を新たに定めるとともに、直接廃棄物処理施設へ搬入されるご

み手数料についての見直し等を図るものであります。 

  今後の説明は、大きく指定ごみ袋の流れ、次に条例に一部未施行部分がございますので、そ

れらの経緯、経過、最後に具体的な改正内容についてご説明したいと思います。 

  それでは、初めに指定ごみ袋販売の流れの現在と手数料の導入後の流れについてご説明いた

します。 

  本日、配付いたしました指定ごみ袋のフロー図をごらんになっていただきたいと思います。 

  昨日、一般質問それから質疑等といろいろ、こちらで理解不足でいろいろご迷惑をかけた分

に関しては非常に申しわけなく思っております。 

  本日、議案第16号議案参考資料として図面を配付させていただきました。図面に記載してい

る金額は、あくまでも予定金額であり確定している金額ではないことをご理解いただきたい

と思います。 

  それでは、配付になっている資料をご説明したいと思います。 

  初めに、上の部分、町指定ごみ袋販売フロー図（現在）という部分をごらんになっていただ

きたいと思います。これは現在のごみ袋の製造から販売までの流れをお示ししています。 

  一番最初に、町は指定ごみ袋の製作の申請が商工会からございます。 

  次に、指定ごみ袋の製作の承認を町はいたします。この期間は２年となっております。 

  次に、商工会さんは指定ごみ袋の発注を製造業者にいたします。 

  それから、指定ごみ袋の納品が商工会さんにございます。 

  商工会さんは販売店に納品依頼を受け、代金を支払い、それにかわって納品するようなこと

で販売店のもとにごみ袋が届くという形になります。 

  販売店は、一般町民に対して販売、それからお金の支払いという一連の流れとなっておりま

す。 

  現在、指定ごみ袋を用いて排出される家庭ごみの処理手数料は発生しておりません。この中

で商工会さんの人件費なり、それから販売店の人件費あるいは利益等に回っている分という

ところであります。 

  次に、下の部分、手数料導入後ということでフローをごらんになっていただきたいと思いま

す。 
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  まず、町は商工会さんに対しまして指定ごみ袋の製作・販売の委託を行います。商工会さん

は指定ごみ袋の発注を行う形になります。 

  それから、製造事業者さんは発注に基づいて指定ごみ袋の納品を商工会さんに行います。 

  商工会さんは、販売店に対しましてごみ袋の納品を行います。 

  販売店さんは、町民に対しまして販売を行い、代金を受け取ります。 

  販売店さんは販売実績を商工会さんに報告し、商工会さんは町に対して販売実績の報告をす

ることとなります。 

  町は、手数料徴収の委託をごみ袋を販売する販売店と直接契約いたしまして、手数料の納入

をいたします。 

  それから、販売店は手数料の納入を町に対して行います。これは町が直接販売実績に基づい

て納入通知書を送って、販売店はそれに基づいて納付すると。その際に、委託料を相殺して

納入することができるということで、袋の代金から手数料を引いた金額を納付するという形

になります。 

  右下部分の黒い太線の中に記載ございますので、この部分についても朗読させていただきま

す。 

  １番目の指定ごみ袋の製作・販売については、商工会さんに委託することを予定しており、

ごみ袋１枚当たり２円程度を予定しております。 

  それから、家庭系ごみの処理手数料を町指定ごみ袋購入時に支払うこととなるわけですが、

手数料の額については45リットルのごみ袋１枚当たり30円、30リットルのごみ袋で１枚20円

となり、この辺は後ほど具体的に手数料の改正案の中でご説明したいと思います。 

  それから、手数料の徴収の部分につきましては、地方自治法の規定に基づいて委託して、天

引きすることが可能であるということの形の中で対応すると、事務手続を進めるということ

でやって、ごみ袋１枚当たり３円程度を予定しております。 

  それから、販売店は徴収した手数料から徴収手数料を控除した額、他でもお話しした天引き

した部分について事務処理を行います。実質45リットルのごみ袋で１枚当たり27円を納付す

ることとなりますし、30リットルのごみ袋ですと１枚当たり17円を納付する形になります。 

  大きくはこういうフロー図になることとなります。 

  次に、本条例には今までは未施行部分の条例がございました。これらの経緯、経過について

説明いたします。 

  消費税法は、昭和63年、国会において法案が可決されまして、平成元年４月から施行されて
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おりました。消費税の負担税率につきましては当初３％でしたが、平成９年に５％、平成26

年に８％、平成27年に10％となる予定でこれまで来ている経過がございます。これに合わせ

て当町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を平成26年の３月定例会

において、改定した手数料でご提案をさせていただきました。要は、通常のごみ処理費用に

消費税を転嫁した形での料金の設定でございます。 

  消費税率を５％から８％に改正する条文は平成26年４月から、それから消費税率を８％から

10％に改正する条文は平成27年12月１日から施行する予定となっておりましたが、経済状況

の低迷によりまして、国は消費税の引き上げの実施日を平成29年４月１日、それから平成31

年10月１日と二度延期しましたことから、本条例の施行期日も国で定めた実施日に合わせて

改正する必要性が生じたことから、条例の一部を二度改正して手数料の改正を行っていたん

ですが、施行時期がまだ到来していなかったために未施行ということとなっていたところで

ございます。 

  それでは、最後に具体的な改正内容についてご説明したいと思います。 

  詳細は議案参考資料の44ページを使ってご説明させていただきたいと思います。 

  まず初めに、南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条例では、第

１条で現在未施行となっております別表１の手数料を削除するものです。これは別表の部分

が44ページ、それから45ページに引き続き記載してございます。 

  それから、46ページをお開きいただきたいと思います。 

  次に、現在の南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正するわけですが、第１条で

は文言の修正ということで、それから浄化槽法というのを及びでつないだということであり

ます。 

  それから、３条の２を追加いたしまして、一般廃棄物の処理の方法を新たに明記したところ

でございます。家庭から排出される可燃物、それから家庭から排出される不燃物及び資源物、

それから家庭から排出される粗大ごみ、それから事業活動に伴って排出される可燃物、不燃

物及び資源物、47ページをお開きください、それからし尿と浄化槽汚泥というようなことで

あります。それぞれ処理の方法を記載してございます。 

  それから、第４条では処理手数料を新たに設定したものでございます。この部分が改めて別

表、料金の手数料の改正分という形になろうかと思います。大きくは家庭から排出される可

燃物、これは有料化に基づいて作製します指定ごみ袋30リットル用が１袋につき新たに20円、

それから45リットルが１袋につき30円ということで新たに追加されたものでございます。 
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  それから、家庭から排出される可燃物及び不燃物、それから事業活動に伴って排出される、

48ページをお開きいただきたいと思うんですが、可燃物及び不燃物、それから次の段の家庭

から排出される可燃性の粗大ごみ等ございますが、この３つの区分につきましては従来から

料金は一律に定めてございました。これが50キログラム308円ということで期待しておりまし

たが、今回、495円に改定するものであります。 

  お戻りいただきまして、48ページの料金で、家庭から排出される不燃性粗大ごみでクリーン

センターに搬入されるもの、それからし尿としてし尿収集手数料18リットルごと98円、し尿

処分手数料18リットルごと４円、浄化槽汚泥処分手数料1,800リットルごと1,571円につきま

しては、消費税法が10％となった未施行の条例、別表の料金をそのまま据え置いている状況

となってございます。 

  ページでいえば44ページ、45ページという料金はそのまま10％で制定されましたが、施行期

日がまだ未施行だったために適用にならなかった料金をそのまま今回新しい改正後の料金に

入れ込みで改正するという形になっております。 

  なお、これらの本条例の施行期日は平成31年10月１日を予定しているところでございます。 

  私からのご説明は以上で終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。４番千葉伸孝

君。 

○４番（千葉伸孝君） きのうの議会の紛糾を考えれば、この問題がどれだけ住民に密接、そし

て事業に密接した問題かと私は思っています。私も一般質問の中で生ごみの再利用、ごみを

減らすことによって可燃ごみの焼却とかその辺の経費が浮くんじゃないかということで議論

を町長とさせてもらいました。 

  しかしながら、最終的には、そのときには今の南三陸町のごみ焼却場の状況、そして置かれ

ている今の現実、気仙沼に運んだり、あと灰の処分とかそういったもろもろのことを考えれ

ばしようがないのかなと、とりあえず町の財政も大変だからというような形の感じで少し納

得はしたんですが、昨日の議論を聞いていくと、数字の面でいろいろな数字的におかしい部

分が私はたくさん感じられて、またフローを見て、また疑問が逆に膨らみました。 

  とりあえず、ごみ袋を、45リットルで話をしますと、45リットルがこれまでの14.2円、これ

は町の負担で町民には負担はなかったけれども、今度30円にして12円80銭ですか、これが町

民負担となって30円になると。そういった状況の中できのうの議論を聞いていくと、環境対

策課長にはいろいろきのうもご苦労されたみたいですが、なかなか今の説明でもフローの今



 ２５２ 

後の姿を見た場合に、やっぱり商工会に委託しないと町内の商店でごみ袋を売るルートがな

いから、とりあえず商工会さんで委託して、とりあえず地元の商店に販売してもらったと、

こういう内容だと思うんですけれども、きのう、課長が説明してくれましたいろいろな町の

取り分とかあとはごみ袋製作費、その辺いろいろ計算していくと、最終的な27円という数字

がちょっと私には理解できません。30リットル当たり27円を町にやって、また納付書でもっ

て商店に返ってくるというようなルートみたいな説明ですが、幾ら考えても私の計算では成

り立たないと。逆に45リットル30円、この袋の製作費にきのうの話ですと11円かかります。

そして、町の取り分ということで５円、そしてあと委託費２円、これ全部含めていくと16円

になります。 

  私が普通に考えた場合に、物をもらって町内の商店に販売を委託した場合は、町でかかった

今の経費を引いた、18円を30円で引いた場合に12円だと思うんですけれども、１袋を売った

場合に12円の利益が販売店に行くのかなというような単純な計算しました。そして、１袋大

体10枚なので、そこで10掛ければ120円の１袋売った場合、大きな10袋１組の１袋を売った場

合、120円の利益が商店に出ると、こういった考えを持ちました。この辺、ちょっともう一回、

課長、済みませんけれども説明してください。 

  あとは、事業所からのごみは50キロで314円、多分、この14円というのは町の負担になって

いると思います。50キロで大体300円というようなごみ処理の設定になっていました。それが、

今度495円になります。そして、大体私なんか持っていくときは大体50キロを超えていますの

で、50キロを超えた場合に１キロ部分ずつ計算して料金を加えるのか、それとも51キロにな

った場合に100キロとして計算するのか。事業ごみからのごみの処理量、この今の２つ、もう

一度、課長、お願いします。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） まず初めに、ごみの手数料の関係でございますが、今、想定し

ている部分というのは、商工会さんで販売している枚数は平成28年と29年の平均で30リット

ルが９万2,000枚、それから45リットルで51万8,250枚なんですが、自然とごみが減ってくれ

ば袋も減るということで、10％ほど削減しますと、大きくは30リットルで８万2,000枚、それ

から45リットルで46万6,000枚ということになります。それに単価の30リットルの20円と30円

を掛けますと1,560万円ほどの収入になると。 

  これに対しまして、支出ですが、製造費に大体端数の部分があるんですが、30リットルで10

円程度かかると、それに８万2,000枚となると82万円、それから12円となると46万6,000円を
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掛けますと559万円ほどになります。それに販売委託手数料、それから製作の商工会さんへの

委託料が２円と掛けまして、それに54万8,000枚両方の枚数を足したやつに消費税をかけます

と、大体120万円ほど。それから、３円は販売小売店ということで３円掛ける54万8,000枚掛

ける消費税となりますと180万円、差し引きしますと610万ほどの差益が生じると。これは１

年間でございますので、半年であればこの半分ということの想定でございます。 

  それから、事業系のごみで直接クリーンセンターに持っていくとなると、どうしても50キロ

単位、50キロ未満については50キロとするということになりますから100キロになりますので、

そこのところは持っていく時点である程度、もしできれば50キロ未満にして持っていただけ

れば非常に有効な形になろうかなと考えております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 課長、50キロ未満はわかりました。例えば、55キロとかなった場合はど

うなりますかという質問。課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 50キロごとに495円となりますから、100キロという基準になり

ます。50キロごとということになりますので、現在もその形で運用させていただいています。

確かに、地域によって仙台近郊のところは10キロという単位もございますが、当町につきま

しては、どうしても海岸の沿岸沿いということで重量が多いものが大分多いということで50

キロ単位をこれまでやってきた経過がございますので、この考え方は従来どおりの設定でや

っていきたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 課長の説明は、金額が大きくなるとなおさら１袋当たりの云々というの

がちょっとわからなくなります。だから、私は45リットル１枚30円ということで１枚当たり

の製作費、あと町の取り分、あとは商工会の委託料、それを引いていったらば残るのが12円

であって、12円が販売店に１袋当たり入る金額じゃないかということを聞いたんです。全て

大きい形で言われてもなかなか理解に苦しむ。 

  そして、今の50リットルより１キロふえた場合には50キロ、50キロで倍だということは、結

構大きな金額になると思うんです。逆に102キロだったらば、今、計算している値段だと495

円、1,500円という形に101キロでなります。この計算はどこかでおかしくないかと。そして、

ましてクリーンセンターに行けば車ごと台に乗って全部落として、また台にはかるというよ

うな今方法をやっています。やっぱりなかなか50キロぴったりとか50キロ以内で１個持って

いって、まだ50キロになったら１個と、こういったのは私無理だと思います。 
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  ただ、そういったことからも私がこれまで考えていたのは、50キロ以上は１キロ単位ごと、

例えば、５キロ単位ごと、10キロ単位ごとにプラスアルファしているのかなと私は思ってい

ました、事業ごみは。そして、私も車いっぱいに荷物を積んでいくんですけれども、それと

いうのはやっぱり100キロ以上超えていると思うんですけれども、これまでの支払いだと

1,000円は超えたことありません、私の事業所では。 

  だから、それを考えると、課長の説明だとどうしてもこれまでの形と数字的におかしい面が

いっぱいある。だから、事業所で物を出す場合は、やっぱりこんなに大きい金額を事業ごみ

として出した場合に、やっぱり事業所を考えていないと思います、この辺。だから、この辺

のやっぱり議論する部分がまだあると私は思います。 

  課長、もう１回だけ、45リットル30円に係るいろいろな経費、これだけ説明してください。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 袋に係る経費は、差し当たり製造費、これは１枚当たりですと

45リットルの袋で12円ということであります。それから、袋を売る販売店に対しては１枚当

たり３円ということであります。それから、商工会さんに負担する手数料につきましては、

１枚当たり45リットル２円ということであります。 

  ですから、販売価格が30円、それから販売店に３円、商工会さんに５円、５円に袋の製造費

の12円、17円ということになるわけです。その残りが町の収入という形になってくるわけで

す。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 課長、同僚議員のきのうの説明ですと、町の取り分５円と言っていまし

た、たしか。私はそんなふうに記憶しています。今、全部を計算した場合に13円ですか、こ

れ町の取り分ですか。これは計算合わないと思うんですけれども。５円じゃなくて、町では

今話したように……。やっぱりおかしいです、これ。幾らかかるんだ。ちょっと課長、待っ

てください。最後なので。 

  とりあえず、単純に１枚で考えた場合、そしてさっき30リットルと45リットル、私はこれは

60万枚ということで計算したので、ある程度そこから数字は出てきます。しかしながら、今

言った17円も町が儲けるというこれはやっぱりあり得ないと思うので、どこかで袋に係って

いる経費が抜けているような私は感じがしますので、ここもう１回、わかりやすいようにお

願いします。 

  あと、今回、債務負担行為として町では予算の中に１億4,076万円というような債務負担行
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為をしています、ごみ関係の部分で。この部分というのは、基本的にごみ袋製作費とか商工

会に委託する部分とか、その分の経費として債務負担行為というものが出てきたんでしょう

か。その辺、最後なので課長、わかりやすくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） それでは、もう一度、ちょっと説明がうまくなくて非常に申し

わけありません。 

  まず、袋の種類は30リットルの袋と45リットルの袋がございます。 

  最初に、45リットルの袋の場合、30円ということになります。販売店さんが３円、商工会さ

んが２円、それから製造業者さんが12円、残りの13円が町の想定している収入となります。 

  次に、30リットルの袋の場合ですと販売価格が20円です。販売店さんには同じく３円、それ

から商工会さんには２円、それから製造業者さんには袋10円ということになりますと、５円

相当が町に入ってくると、１枚当たりにしますと。そのような形で２種類になります。 

  それで、一般的に30リットルの小さい袋はどうしても一般の町民の方は利用が少なくてオー

ソドックスには10万枚が１年間で使われております。それから、45リットルの袋は50万枚ぐ

らい使われていると。そういう状況で１枚当たりに置きかえしますとそういう形になります。 

  それから、平成31年度の債務負担行為の考え方ですが、これはごみ袋の製造の部分での債務

負担行為を３年提示させていただきました。これはどうしても袋を通常の場合、予定した数

量を超えてしまうともう発注ができないという形になるものですから、事前に、例えば、通

年で経過していくと市場に予定した数量が終了してしまったというときには、年度内でも次

年度の注文とか発注がかけられるような環境づくりの１つとして債務負担をかけている状況

です。それと同時に、３年間、ある程度同じ業者がつくっていれば単価的にも下がるという

ことの背景もございます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩いたします。 

     午後３時３９分  休憩 

                                            

     午後３時４３分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） ７番です。 
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  大変力説して、環境対策課長さんには苦しい答弁ご苦労さまでございます。また、１億

4,000万かけて起債を使ってこの事業をやる。そういう意味ではないんですか。ほかに収入手

数料だけでやるわけでないですよね、このごみ袋。ごみ袋を製造するために幾らかかってい

るのか、その辺の説明と、このために、これをやることによって職員がどれだけ張りつけに

なるのか、その辺お伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 製造費の問題ですが、先ほど来お話ししていますが、45リット

ルの袋で12円、それから30リットルの袋で10円ということを現在予算計上しているところで

ございます。 

  それから、職員については現在、ごみの廃棄物担当に関しては２名です。それで、クリーン

センターと草木沢とそれから衛生センターを管理している状況です。なかなかやっぱり体制

的にもごみについてはなかなか町民に即応えるような形にはいかないところですが、ただ今

の職人２人は私と同じ高齢でありますが、現場でやってきた職員であります。現場を知って

います。ですから、機械のことももし故障になった場合は現場に行って直接修繕しますし、

町民からの問い合わせも現場のことが分かっているので、これはこうです、ああですという

指示がきちんとできます。その中で、改めてこういう業務が入ってくることによって当課と

しても非常に今大変ではありますが、そのために商工会さん、これは決まったわけではない

んですが、予算計上の意味からも間に入っていただいて、これまでのノウハウを活用いただ

いてごみ袋をつくっていただく、かつ町内で販売店の情報をとりながら販売枚数なり支払い

状況を把握していただいて、町とも一緒に連携してごみ対策の一環を担っていきたいという

ことであります。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 私が聞きたいのは、町に入る六百何十万円のお金、それで袋の人件費と

かそういうものを賄った場合、どの程度の相殺ができるのと、人件費を含んで、そういうこ

とを聞いています。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 職員の給与というのは、実際、じんかい処理費には職員の給与

は入ってございません。ですから、平成29年度の決算に出ている３億何がしというのは人件

費を除いた金額です。それに別途会計上は職員の給料というのは別なまた費に入っていると
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いうことで、じゃあどれくらいになるかということになりますと、私で大体、個人的に金額

はお話ししませんが、600万円、年間ですから職員１名程度の話になろうかと思います。ただ、

実質費用はそれ以上、当然、ごみ費用として使っていくわけです。これは別に職員の人件費

に充てるということではなくて、町民の方から負担していただいているごみ費用に回すと、

基本的にはそういうことであります。 

○議長（三浦清人君） 及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 誤解しないでください。600万円入ったので足りないことは重々承知で

す。大変お金がかかっています。13円と17円か、それで賄えるわけがないんです。ただ、こ

こにきて今までやっていたことを新たにこれ製造して年間600万何がしのお金が入る、そうい

うことを考えると、ここで何も変えることがあるのかなと、そういうことを言っているんで

す。前議員もきのうの一般質問でもやりましたけれども、やはり議会とか気仙沼に申しわけ

ないから、そういうことが含まれているのであればいいんですけれども、それらもないがま

まに少額のお金を上げてわざわざ袋を変えてここでやる意味があるのかなということをお伺

いしたいんです。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 議員のご質疑に対しましてお答えいたします。 

  一番今大事なのは、町民の意識を変えるということだと思います。これまで高度、右肩上が

りの経済の中でごみがずっと出てきておりますが、当町においても昨年度のごみの量が4,608

トンということで、いろいろ生活系ごみの前後とか事業系ごみの横ばいとかいろいろござい

ますけれども、町民全体の意識を変えながら、やっぱりごみ量を減らすと、それが結果とし

て費用の削減に大きくつながっていくと私は考えます。 

  ですから、小さいときからの環境教育とか、やはり普段からのごみを少なくするような工夫

が、当然我々行政もこれまでいろいろ声を大きく出しながらしなかったと、きょうは私大き

く出していますけれども、町民に対してやはり足を運んで大きな声でお話しするということ

が私は一番大事なことではなかろうかと。やっぱり情報も提供して金額もこれぐらいかかっ

ているんですよと、ですから普段から少しでもいいですからご協力いただきたいと、そうい

う地道な活動がお金は使わなくてもできるはずですので、やっぱりそのところに力を入れな

がら新年度は取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 少し冷静にお互い発言してください。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 冷静にということですので、条文について、私、きのうも３カ月前に
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も一般質問させていただきましたので、今、ご説明いただいた内容につきましては私も私な

りにいろいろ研究調査させていただいた部分でございますので、かようなご意見さまざまあ

るという中で町はどういう選択をしていくかということだとは思います。 

  議案書ですと31ページになりますか、一番下に家庭から排出される可燃物、町のごみ処理施

設に直接搬入されるものを除くと、１袋30リットルにつき手数料20円と書いてあります。45

リットルは30円ですと。行政的な言葉の使い方というのは一般町民になじみがありませんか

ら、手数料が、大きいほうで話しましょうか、きょうは、45リットル30円ですと言われたら、

30円町に入るんだねと普通は思うと思うんです。今までごみが１袋17円で売られていたんで

すから、手数料を新たに30円と設定しますと言われたら、普通は、ああ、ごみ袋１枚47円に

なるんだねと大体の人は考えちゃうんじゃないかなと思うんです。そうじゃないわけですよ

ね、きのうもやりましたけれども。 

  この伝わりづらい書き方、これはほかにもごみ袋の有料化に踏み切っている自治体たくさん

ありますから、そういったところの事例を参考になさったんだとは思いますけれども、説明

にわざわざ誤解を招くような書き方をして、先ほども同僚議員の質問ありましたが、じゃあ

30円の手数料のうちの経費が幾らで委託料が幾らで消費税が幾らでという、つまびらかにふ

たをあけてみないと、ブラックボックスをあけてみないと中身がわからない条文をわざわざ

つくるというところが、そもそもわかりづらさの発端にあるような気がいたしまして、条文

の書き方から私はちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、なぜこの

書き方をしなければいけなかったのかということをまず１点目としてお伺いしたいなと。 

  事実、先般、環境審議会における議論の内容を拝見いたしましたら、第３回の環境審議会の

説明の中で、事務局の方が町民の受益者負担は20％ぐらいにしたいと、今、45リットル入り

のごみ袋１袋処理するのに170円ぐらいかかっていると、それの20％の負担にしたいから34円

ですねと、そうすると、なのでごみ袋１つの値段を51円以下にしたいと思いますと説明して

いるんです、議事録の中を見ると。今、かかっている17円、足しちゃっているじゃないか、

手数料と新たに制定する30円足して51円じゃないですか。事務局の皆さんも誤解して、つい

そう言い間違えてしまうようなわかりづらい設定にわざわざした理由、根拠は、ちょっと反

省というか、どうなんでしょう。今、課長の熱意は非常によくわかりましたけれども、町民

の説明をわかりやすく、もっと町民の意識を変えようと今言ったわけですから、意識を変え

るためにはもうちょっとわかりやすい説明が必要なんじゃないかなと思いますけれども、い

かがでしょうか。済みません、冷静にという話でした。 
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  それから、経費としてかかる額が今申し上げたように見えないんです。手数料として30円と

設定したうちのごみ袋の製造に幾らかかります、幾ら消えます、間に入ってくる商工会さん

に払う金で幾ら消えますというのが見えない。見えないし、そこを条例で規定していないわ

けですよね。ということは、そこは今後変動していく可能性がある、社会情勢によって。い

や、ごみ袋１枚今12円とか13円でつくっていたんですけれども、済みません、ちょっと18円

かかりますという話になったら手数料減りますよね、当然。いいんでしょうか、それで。総

額で30円という枠を決めて、そのうちにかかる経費は流動的なとしたほうが法律的に正しい

のか。私が思うのは、そこに係る経費はそれぞれその日その日でいろいろ変わりますけれど

も、町に入ってくる手数料は１枚幾らですと設定したほうがわかりやすいんじゃないかなと、

その後のぶれもないんじゃないかなと思うんですけれども、なぜそうしなかったのかという

ところもお伺いしたいと。それが２点目でございます。 

  もう１点は、せっかく今、町民の皆さんへのインパクトのあるお話をぜひして意識を変えて

いきたいねというお話でしたので、10月１日という施行期日にも私は疑問があります。消費

税が増税されるまさにその日でございますよね、予定では。消費税が上がった、いろいろな

物の値段が上がったというタイミングで、わざわざごみ袋の有料化しなくてもいいんじゃな

いでしょうか。そうじゃないタイミングで、普通だったら物の値段が上がらないタイミング

で、いや、これからは手数料をいただきますと説明したほうが、町民の皆様にはよりインパ

クトを持って迎え入れられるのではないかと思いますが、なぜわざわざ消費増税にぶつけて

きたのか、理由をお伺いします。 

○議長（三浦清人君） お諮りいたします。時間延長したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって時間を延長いたします。 

  環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） まず、文言の関係ですけれども、国では単なるごみ袋を売って

いる今の、当町においても売っている状態は、これは料金を賦課しているわけじゃなくて事

業者が直接売っている、要は物と同様な形で、これは有料化には当たらないし、通常の物と

しての販売ですから、当然、市場の価格によって常に変動されるということです。町が直接

指定する袋について、手数料という形で物の値段から今度は行政でいう手数料として賦課す

るためにはそういう形でないと、どうしても手数料という形の中で運用するためには、決め

られた形、袋で事務手続を進めていかなければならないという形。 
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  ですから、今の当町のごみ袋だけ売っている取り組みは、一般的には有料化ではないと、単

なる物を売っているに過ぎないという取り扱いで、環境省でも改めて袋の値段と合わせて手

数料を賦課することによって、それがごみの費用なりいろいろそれに活用できるんだと、そ

の目的に限って使えるんだという形での考え方が定着しております。 

  それから、表現的な部分につきましては、やはり県内でも有料化実施しているところが隣町

の登米市、それから仙台市、仙南という形なんですけれども、表現上、どうしてもこういう

表現が一般的なものですから、当町においてもこういうあらわし方をさせていただいたとい

うことであります。 

  それから、製造業者によってどうしても料金が変わることによって手数料も大きく変わる要

因が長い目で見るとどうしてもあるんではなかろうかということのご発言かと思いますけれ

ども、そのときのごみの処理の状況ということも１つはあると思いますし、経済状況という

のもございますし、基本的には議員の考え方に私も賛同するわけですが、ただ、やはり定め

方としては、手数料という考え方からするとどうしても一定の数量を発注して一定の金額を

取るという形からすれば、常に市場、販売店でも下げていただいては逆に困るわけです。常

に30円と20円という形でなければ、町の手数料ですから、これはきちんと統一値段で売って

いただきたいという形での指導をせざるを得ないと言って、手数料はある程度は安定した形

でごみ費用に持っていきたいと考えているところであります。 

  それから、10月１日ということで施行日でありますが、本来、町長が一般質問のときの答弁

にもありましたように、有料化という問題は以前からいろいろ環境対策課内でも、それから

町としてもいろいろ検討していたところです。本来はもっと早くしたいという考え方でずっ

と来ておりました。私も来て１年ならないわけですが、町の考え方にはある程度変わりはな

かったと、やはりこのままでいったらば町の負担は多くなって、将来的な環境をうたってい

る町として、やはり危機感を持ったところだと思います。 

  それで、少し若干、ただ我々としても町民の意見を聞く機会あるいは環境審議会等含めて、

10月１日ということをちょっと半年程度延ばしたような形になりますが、なって10月１日と

いうのは、消費税のことも私たちも頭の中にはありました。ただ、やはり手数料となると10

月１日施行だと10月１日にしか袋が売れないという制度的な制約が今度出てまいりました。

となると、10月１日にしか袋が売れないのに町民の方々がなかなか対応しづらいと、我々は

前倒しでなるべく早くつくって、早く市場に出して、それから早目に、10月１日に、本来で

すと一気に袋を買いたいという当初の一番最初の考えはありましたが、いろいろ取り組んで
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いく、検討している中でそういう課題と取り組んでまいりまして、最終的には10月１日に施

行しても、ある程度の一定期間は従来の袋と新しい袋の混合を結局認めざるを得ないんじゃ

ないかと、最終的に集めないようになったときに関しましては、地域の区長さんなり衛生組

合長さんが一番困るわけです。週の２回という収集回数、それに合わせて資源、生ごみとい

うのが次から次と行われます。結局、水曜日はいろいろ休みなんですが、月火木金は常に今

ごみ処理業者も回転している状況です。 

  そういうことからすれば、かえって10月１日を施行期日として、町民の方には本当に申しわ

けないんですが、施行日だけはそこにさせていただいて、それから柔軟な一定の期間を設け

ながら、周知活動十分しながら、資源の資源化なりごみの抑制というものを図っていきたい

と考えているところなものですから、施行期日がずるずるといかないでとにかく10月１日に

施行させていただいて、それからは柔軟な期間を設けながら対応していただくという考え方

でございます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 一つ法令担当から申し上げさせていただきますが、手数料の表記の

仕方、コストもかかることなのでわかりにくいというようなご質問もありましたが、住民の

方にご負担いただく金額をもって手数料として定めるというこの方式は、いわゆる法令上の

決め事とご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 表現につきましてはわかりました。そういった事情があると。 

  ２点目といいますか、経費として係る部分の額が見えないので、町に入る手数料が将来的に

は一定じゃなくなる可能性がありますよねという話をしたときに、その可能性はありますけ

れども、手数料は一定にしないと安売りされちゃうと困るんだというお話があったかなと思

います。それは大変大事なところだとは思っていて、要はごみの減量化のためにわざわざ手

数料を上げるわけですから、それを商売のためだといって安く売られたのでは、法律の趣旨、

手数料の趣旨が周知できないわけですので、そこの一定の指導もしくは制限というものは当

然加えられるべきかなと思うんですけれども、その中のお話で、今、経過措置も必要だよね

というお話がありました。実際に、現在、既に買いだめといったらいいんでしょうか、何か

どうも値上げするらしいから今のうちに買っておこうという方も実際いるというお話を聞い

ております。ただ、買いだめしてもしようがないんです、これ。10月１日から基本的には使
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えなくなるわけですから。 

  なので、その辺のやっぱり周知がうまくいっていないというか、１日からいきなりばしっと

もう１日の０時０分からもう認めませんというわけではなくて、一定の何カ月なのかはわか

りませんけれども、その間にどうぞ使い切ってくれと、使い切れない分は新しいものと交換

ですとかという話も出てくるんだと思うんですけれども、そういった経過措置も考えなけれ

ばいけない中で、そういう誤った行動をとってしまう町民の皆さんがいるということもお聞

き及びなのであれば、これはやっぱりもうちょっと先ほどの熱意を持って説明周知を図って

いただく必要がある。 

  それの後に、いよいよ町内の機運が高まってきましたよというタイミングで、消費増税も終

わった後に有料化と判断していっても遅くないのではないかなと思いますけれども、この時

期について。どうでしょう、政策的なことなので町長になるか課長になるかわかりませんけ

れども、まだ早くないでしょうかねというお話についてはどのようにお答えになるでしょう

か。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 提案をさせていただいているのは10月１日からということでご提案をさ

せていただいておりますので、議員の皆様方にはご理解をいただきたいということだと思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 先ほど議員から買いだめのお話もございましたので、町として

もある程度あとは交換という形もやろうということでおります。当然、周知は、これは必須

の事項でございますので、あとは旧の袋と新しい袋を交換して、市場に早くそういう新しい

ごみ袋が出回るような形での環境だけは整えていきたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 私の意見に関しては討論で言えばいいので、消極的賛成がほとんどで

しょうと、やむなしという意見が町民の皆さんのほとんどでしょうという話は一般質問でさ

せていただきましたけれども、ごみ袋の有料化の大きい目的の１つに、負担の公平性という

ものが議論されていたかなと思います。要は、分別を積極的に行ってごみの減量化に協力し

ている世帯はわざわざ高いごみ袋をたくさん買う必要はないと、ただ分別せずにどんどんど

んどん燃えるごみに入れちゃう家庭はどんどんどんどん高いごみ袋を何枚も何枚も買わなき

ゃいけないと、そういう意味で負担の公平性だよねというお話があったと思うんですけれど
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も、もう一つやっぱり考えておいていただきたいのは、生ごみの分別のために町民はかなり

の労力を払っているということです、既に。そこの取り組みへの検証であるとかそこの成果

がまだ見えていない段階でのごみ袋の有料化というところだけが先行しているように、どう

しても見えてしまう。これは先行していない、先行ではないんです、今必要なんですという

お話は、今まで先ほどいろいろいただきましたので、頑張っている世帯にも負担増だよねと

いう認識はあるのか、ないのか、最後にお答えください。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 普段からご協力いただいているご家庭に対しましては、本当に

感謝を申し上げる次第です。ただ、やっぱり地域ごとに格差がございまして、一定の地域に

関しては非常にごみの分別が進んでいる一方、ちょっとやっぱり地方に行きますと、どうし

ても分別が十分でなかったり法で禁止されている行為で焼却ということも行われているのが

実態でございます。ですから、全体的なごみの分別の意識を上げていくということが一番大

事ではなかろうかと。ですから、そういう方を多くふやしながらやっていきたいと。そのた

めには、各地区を回りながらやっぱり普及活動をやっていくということが、費用も使わない

で我々が一番身近にできる行動なのかなと考えているところです。 

○議長（三浦清人君） ほかに。なければ……。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 危なくスルーされるところで、私も３点ほど伺いたいと思います。 

  先ほどの白熱した議論からちょっと拍子抜けするかもしれませんけれども、第１点目、伺い

たいのは、今回、ごみの有料化に伴ってごみ袋のデザインを変えるのか、変えないのか、そ

の点１点。たしか、今のごみ袋のスタイルは耳がついているデザインなんですけれども、同

じようなやつにするのか、そうでないのか。私としては、当分の間、耳なしの袋のデザイン

で進めるのも、今回の有料化に対する低減措置にはなると思うんですが、デザインについて、

まず第１点伺いたいと思います。 

  第２点目、先ほどもちょっと前議員のあれでわからなかったのでお聞きしたいんですけれど

も、今までの袋は10月１日からすっぱり使えなくなるのか、そこのところをもう一度確認さ

せていただきたいと思います。例えば、１カ月ぐらいは両方使っていいよとかそういったの

があるのか、それとも先ほどの答弁のようにしっかり切りかえたいという考えなのか、再度

確認させていただきたいと思います。 

  あともう１点、これは有効な利用促進というか、ごみ袋の使う枚数を減らすという取り組み

も大切だと思います。その１つの方策として、現在、町では資源ごみのときに、魚とか入っ
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ているトレー、あれ白いやつしか回収していないということなんですけれども、別の色も回

収しろというのではなく、地元にある大きいスーパーでは、佐沼の生協のようにスペースは

大きくないんですけれども、色つきのトレーとか、あと透明のパックとか牛乳パックの回収

ボックスがあります。そういったやつの有効な利用促進も今回の有料化に対する１つの町の

人たちの対抗策になるんじゃないかと思うんですが、そういったことの利用促進の啓蒙とい

うんですか、そういったことは考えられないかどうか。 

  以上、３点伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） まず、ごみ袋のデザインの関係でございますが、基本的には今

と同じ形態でガゼット方式と申しますか取っ手があるような形で進めたいと、基本的にはそ

れに色を変えて経費的にも安くしたいと考えております。というのは、やはり現在、ますま

すこれから高齢化が進んできて、やはり持つところがないと大変だっていうところも、実際

そういう声も聞こえます。前は四角いそのままの袋だったので、変えたときも、容量も入る

のでかえって耳なしのほうがよろしいんではなかろうかというご意見もいただきましたが、

現在の経済状況も変わってきていて、やはり高齢化というのは必須でますます進んでいくと

いうことからすれば、持ち運びのしやすい現在の袋のままを考えているところです。 

  それから、10月１日の施行ということなので、実際、条例上は10月１日ということでそれに

合わせて、当初は全部を切りかえたいという町の考えでした。もう１万3,000の町ですので、

一般的には有料でやっているのは大きな100万とか７万とか市のレベルが多うございますけれ

ども、一気にごみ処理施設の関係もございましてなかなか経過措置の部分も大変だという部

分もあって、一気に切りかえはしないところもあるようですけれども、基本は10月１日から

切りかえていただきたいということで、もしこういう形の条例が可決されれば、住民に対し、

ただやはり先ほど来、出ているように大量に一時的に買った方とか、もしくはわからないで

どうしても出してしまうとなりますと、ごみ集積所に残ってしまいます。そうすると、集積

できないという話で地域の方々が大変ご迷惑するので、ある程度旧の袋も含めて柔軟に収集

業務をやっていかないと町民の方々にご迷惑をかけるという一面もございますので、周知は

あくまでも10月１日からということでやりますが、もし、旧の袋で出していたから集めない

でそこに残しておくということはしない方針であります。その期間は、今この場で何カ月と

かというお話はできませんが、いずれちょっと検討しながら進めてまいりたいと。そして、

住民に十分周知していきたいと考えているところです。 
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  それから、トレーの問題ですが、白のトレーはリサイクル協会というところで全国のトレー

を集めて再処理しているために白ということで、それ以上は、メーカーさんでは回収してい

るところもちょっとございますけれども、やっぱり全部白と色物を混ぜてしまうと変化して

しまうということで白には使えないということで、一般的には可燃ごみとしては扱われてい

るわけですが、ただこの辺につきましても、やっぱりいろいろ前向きに考えていかなければ

ならない事項ではないかと考えているところです。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） ごみ袋のデザインについてなんですけれども、例えば、課長答弁にあっ

たんですが、私も使っていて、ごみ袋にかぶせて私は使っているんですけれども、そうする

とどうしてもしっかりいっぱいには入らないというか、どっちかというと身上持ちっぽい感

じで私は使いたいと思って、それでやるんですけれども、その分、耳がないといっぱい入る

んじゃないかと思うんですが、そうすることによって今までよりも入るということはごみ袋

の使う枚数が減るので、ある程度を何回かすれば元が取れるんじゃないかなとそういう思い

もしたもんですから、それでごみ袋のデザインも昔は切りとりの何かあったやつもたしか使

ってというような記憶があるんですけれども、そういったやつに当初使う、二、三回ぐらい

はそういったやつで、あとデザインを変えるとかそういったこともできるんじゃないでしょ

うか。 

  あと耳がついてなくて耳なしの袋だと製作費も安いんじゃないかという思いもするものです

から、ずっとじゃなくて切りかえる何年かというか、落ちつくまでそういった方式でもいい

んじゃないかと思うんですけれども、そういったことは可能なのかどうか。 

  あと２番目に聞いた同時に切りかえるのかということで、当局では同時に切りかえたいとい

うことなんですけれども、やはりそうするといっぱい不便を生じるので、これまたデザイン

的なことなんですけれども、同じような印刷の色目を使って、一見するとわからないような

感じで、そういった感じのデザインに切りかえるのも１つの方法じゃないかと思うんですが、

そういった小手先のような取り組みはできるのかどうか、再度伺いたいと思います。 

  あと、先ほど白いトレーに関して言ったんですけれども、課長の答弁になかったんですが、

町内のスーパーで回収しているので、そういったやつをより有効に利用していくと、何分ご

み袋がいっぱいになる要因は、ほとんどの食品がトレーとかそういったやつに入っているの

で、それを入れてしまうと幾ら軽くともいっぱいになってしまうので、そういったことも考

慮する必要があるんじゃないかと思うんですが、細いことのようですけれども、これ町民の
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皆さんの有料化に対する１つの防衛策といいますか、何か対処の一環にはなるんじゃないか

と思うので、再度伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 袋の形態につきましては、やはりなかなかまた元に戻る、一番、

前に戻ったり進んだりすることによって町民の方々も困惑しますし、高齢化の問題、先ほど

お話ししたように、やはりだんだん取っ手があるほうが便利であるという声も大分住民の説

明会でも聞いていますし、環境審議会でも同様の袋がいいのではなかろうかという話も出て

いるものですから、現在、従来と同じ形のものを考えているところでございます。色だけを

変える形の方向で進んでいきたいというところでございます。 

  それから、同じ袋にしてはとなりますと、今度は物の値段なのか手数料なのかという部分が

わからなくなってしまいますので、その辺はきちんとやっぱり従前からのごみ袋と新しいご

み袋、従前のものは物の値段であって、実際、新しい袋は手数料として意識していただいて、

普段から分別というものを意識しながら量を少なくしていただくようにお願いするところで

ございます。 

  それで、分別なんかもプラスチックと紙なんかもほとんど分けていくと自然に量は大分減っ

てくるのも事実でありますので、そういう啓蒙活動を地道にやっていきたいと考えています。

トレーにつきましては、我々も今後いろいろ分別等する上での参考として、今後、それらの

意向を踏まえていろいろ検討していきたいなと考えております。いずれ、ごみを収集に当た

って分別の印刷物として、今回、改めてつくらせていただきまして、３月も来週当たりにな

りますか、各戸へ冊子なども届くような手配となっていますので、それらも活用しながら住

民といろいろ分別作業を今後進めてまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。簡明に。 

○９番（今野雄紀君） 最後、１点だけ確認させて終わりにさせていただきたいと思います。 

  10月１日の切りかえについてなんですけれども、同時に、例えば、切りかえなくて両方使っ

ていくことに対する不便というか不都合というか、当局はどのような形で、先ほど有料化と

そうでないやつの区別と言いましたけれども、そういったのは余り私のごみを出すほうから

すると、大した名目上のあれであって違うんじゃないかと思うんですけれども、同時に切り

かえない場合の当局側の不都合というか、できない理由、再度もう一度伺っておきたいと思

います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 
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○環境対策課長（佐藤孝志君） やはり基本的に有料化というのはなぜ導入するかという話にな

ってくると思うんですけれども、その１つにやっぱり公平化というものがきちんとあります。

やっぱりごみ出す人はそれなりに負担をいただいて、分別をきちんとやってきた方にはそれ

だけ負担を少なくすると。ですから、従来の袋を使ってそのまま大量に購入して出すという

方と、10月１日にも新しい袋を使って出すという方では、やはりそこに不公平感が生じると

思います。 

  ですから、我々は早く袋をつくって、それから啓発活動を住民に対して早目にして、とにか

く10月１日には、職員はある程度主要なところに、例えば、立つなりして指導などもしなが

ら、衛生組合長の協力もいただきながら、なるべく分別していただくような形で進めてもら

いたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） これをもって質疑を終結いたします。 

  これより議案第16号の討論に入ります。 

  まず、本案に対し反対討論の発言を許します。４番千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） ４番千葉は、議案第16号に反対の立場から討論させていただきます。 

  私も一般質問でいろいろと行政と討論しましたが、町の進める南三陸バイオマス都市計画構

想のもとで観光立町を町長はこれから歩んでいくというような方向性もあります。ごみ資源

の減少、そして減量、そして有効利用とはなかなかなっていない現実があります。南三陸町

で暮らす生活弱者、住民1,300人、そして弱小事業所である400者の事業所、そういった中で

今の町が進めるごみ袋の値上げ、事業所の持ち込み料の上昇、それに関しては住民、町民の

理解は得られないと私は思います。こんなことからも今回の議案第16号議案に反対いたしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 次に、賛成討論の発言を許します。11番星 喜美男君。 

○11番（星 喜美男君） 賛成の立場から討論いたします。 

  要は、ごみの減量化をどうするのかということだろうと思います。非常にわかりづらい点も

ありましたが、環境省が有料化がなぜ必要かということの１つに、住民負担の公平化という

ことで挙げております。それはごみの排出量の多い人も少ない人も同じ負担でいいのかとい

うことで、税金で払うということはそういうことだろうと思います。 

  ２つ目として、住民登録地と実際の居住地が異なる場合の人もいるということで、納税をし

ていない人の分も市町村がそうしたサービスを行うということになります。 

  ３つ目として、小規模事業者や少量排出の事業者が家庭ごみと一緒に出す可能性が非常に多
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いということで、公平性を確保する上で必要だとしております。有料化の導入した減量効果

というものがちょっとネットでありまして、非常に高いところは袋80円ぐらいで販売して手

数料を取っているところもありまして、ある砂川市という、どこの市かわかりませんが、こ

こでは３年後には50％以上減量が進んでいると、そういった例もあります。 

  総じて有料化導入からの排出量は大きく減少しているというデータが出ております。多少の

リバウンドがあってもいずれもわずかなものであるということで、非常に有料化のごみの減

量には大きな効果があるという結果が出ております。 

  何よりも当町では焼却施設を持っておりません。ごみの排出量によりまして、施設の規模や

施設の寿命、耐用年数等にも影響が出てくるということでありまして、当町では気仙沼市さ

んに大変迷惑をかけておりますし、お世話になっております。ごみの減量化待ったなしの状

態だと思っております。そうした意味で、私はこの案に賛成いたしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 次に、反対討論の発言を許します。５番後藤伸太郎君。 

○５番（後藤伸太郎君） 一般質問でも私の考えというものはさんざん述べさせていただいてい

るところではございますけれども、本案につきましては、私は反対の立場から討論をさせて

いただきたいと思います。簡明に３点ほどに集約されるかと思っております。 

  １つは、ごみの減量化、家庭から出るごみの総量をとにかく減らしていこうという取り組み

は、私は再資源化とセットで行われていかなければいけないものだろうと思いますが、これ

までの質疑等、一般質問等で明らかになってまいりましたのは、再資源化の取り組みはいま

いち立ち遅れておりまして、どうもやはり値上げありき、値上げ先行という印象が町民の皆

様にとっては否めないのではないかということが１点です。 

  それから、可燃ごみの総量を減らすために生ごみの分別収集というものに当町では踏み出し

ました。それが十分な成果を上げていない中で、もしくは十分に町民の皆さんが協力して大

変なご苦労を感じておられる中にあっても、なおさらに負担増を強いるということには、議

会としては我々は慎重になるべきではないでしょうか。 

  ３点目といたしましては、先ほど質疑の中でもありましたが、買いだめということも現実に

起こっております。さらには、事業者の皆さんに対しての説明会というものも十分な回数は

行われたとはいえないと思います。また、52カ所、1,100名以上の方が参加した説明会、大変

ご苦労さまではございましたけれども、その場で出た疑問、生ごみの収集に対しての経費と

いうのは無駄ではないんですか、そこに対しての検証はしたんですか、ごみの処理費用、じ

んかい処理費が年々上がっているというデータが今示されましたけれども、この部分の内訳
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というものはもっと詳しく説明されるべきではないですかといった疑問に対して、果たして

十分な説明があった、十分な理解が得られた説明会であったかというと、私の知る限りそう

ではない。まだ疑問が残る説明会であった、説明会の場で疑問を呈したが、それに対しての

回答を得られていないというような声も伺っております。 

  以上の点から、拙速に進めることはかえって町の環境行政を後退させる可能性があるのでは

ないかと考えますので、いま一度ここは踏みとどまって、住民の周知、理解、生ごみの分別、

紙ごみの分別に対しての意識がさらに高まってから有料化に踏み切るべきではないかと考え

ますので、現時点での本案へは賛成いたしかねるという立場で討論をさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 次に、賛成討論の発言を許します。12番菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 12番菅原辰雄は、本案に積極的ではございませんけれども、賛成の立場

から討論をいたします。 

  賛成、反対いろいろ理由はございますが、しかし、今後とも生ごみの収集増加を図るように

努め、あるいはめぐるステーションで実証試験がありましたように、今後もそういうところ

に活路を見出せることも鑑みて、現状からして、先ほど来いろいろありますけれども、課題

というのもあります。今後とも、環境対策課の皆さんには住民にそういう意識の啓蒙活動を

していただき、ごみ減量化に努めながら、要はごみ減量化を進めていけば負担も少なくなる

わけですから、それには先ほど言ったアミタでの実証試験もそれは今後継続していってもら

いたい。いろいろな努力をすることを希望して、私は本案に賛成いたしますので、議員各位

もご賛同を賜りますように心からお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 

○議長（三浦清人君） ほかに討論はありませんか。７番及川幸子君。 

○７番（及川幸子君） 反対の立場から討論させていただきます。 

  私は、きのうからきょうまでいろいろな説明を聞いて、手数料の関係はわかりました、20円

と30円ということで。ただ、費用対効果を考えると、経費の面が出てこない。そういうこと

で、町民への説明が自分自身、不十分なのでございます。町では困ってこういうわけだから、

値上げするから協力してくださいねという説明責任を果たせないので、本案に対しては反対

とさせていただきます。議員皆さんのご協力をお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） ほかに。９番今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 賛成の立場から討論させていただきます。 

  当町は、ここ数年というかずっとエコタウンのまちづくりを掲げていました。今回のごみ袋

の有料化は、大きな町民の皆さんの処理の負担額とは、私は必ずしもいえないと思います。
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値上げ、有料化、その言葉が多分重いとは思いますけれども、これからごみ袋を有料化する

ことによって、よりエコタウン、持続可能なまちに近づいていくと私は信じまして、賛成の

立場で討論とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） ほかに。（「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第16号を起立により採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（三浦清人君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  お諮りいたします。本日は議事の関係上これにて延会することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会すること

とし、12日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

     午後４時３６分  延会 


